
海

上

相

互

保

瞼

論

籍

椎

名

幾

三

郎

一
、
序

二
、
漕
革
及

び
現
況

三
、
業

務

四
、
経

螢

組

織

五
、
結

論

最
近

に
於
け
る
海
難
の
頻
出
は
幾
多
の
肚
會
的
及
び
経
濟
的
不
幸
を
惹
起
し
て
、
朝
野
の
耳
目
を
聾
動
し
π
。
わ

が
遍
信
省
管
船
局
は
、
此
事
實
に
鑑
み
、
積
極
的
に
其
防
止
樹
策
を
考
究
中
で
あ
る
が
、
其

一
資
料
と
し
て
、
昨
年

の

中
の
世
界
海
難
船
舶
統
計
を
調
査
作
製
し
π
。
之
に
依

っ
て
、
航
海
に
關
す
る
諸
施
設
の
進
歩
に
拘
ら
ず
、
年

々
、

海
上
相
互
保
険
論

=
ハ
一
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船
舶

の
遭
難
歎
は
塘
加
し

つ
＼
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
昨
年
中
の
世
界
に
於
け
る
総
噸
数
五
〇
〇
噸

の

以
上

の
帆
船

、
汽
船
及

び

モ
ー
タ

ー
船

の
海
難
歎

は
左

の
如

く
な

の
で
あ

る
。

滅
失
せ
る
も

の
二
〇
四
隻
、
損
傷

せ
る
も

の
七
、
五
四

二
隻

に
し
て
合
計

七
、
七
四
六
隻
に
達

し

、
之
を
前
年

の

七
、
五
七
入
隻

に
比
す
れ
ば

、

一
六

入
隻

の
塘
加

、

一
昨
年

の
七

、
〇
五
六
隻

に
比
す
れ
ば
、
實

に
六
九

〇
隻

の
大

壇
加
で
あ

る
。

綾

力
、
同
統
計
は
、
よ
り
悲
し

む
べ
き
事
實

を
敷

へ
る
の
で
あ
る
。
即
ち

、
そ

の
示
す
所

に
依
れ
ば

、
各
國

の
所

有
船

舶
に
封
す

る
滅

失
船
舶

の
割
合
を
、

一
〇
〇
噸
以
上

の
船
舶

に

つ

い
て
見
れ
ば
、
我
國

の
海
難
率

は
約

一
分
五

厘
に
し

て
、
世
界

の
最
高
位

を
占

め
で
ゐ
る

こ
と
、
是
で
あ

る
。
而
し

て
我
國

の
次

に
イ
タ
リ

ー
(約

一
分
四
厘
)、
ス
ペ

エ
ン
(約
一
分
三
厘
)、
ギ
リ

シ
ア
(約
一
分
二
厘
)、
フ
ラ

ン
ス
(約
九
厘
)、
米
國
(約
八
厘
)
、
ド
イ

ッ
・
ノ
ー
ル
ウ

エ
ー
(各
約
七
厘
)、
デ

ム

マ
ー
ク
(約
五
厘
)が
あ
ウ
、
最
後

に
英

國
(約
四
厘
)が
列

る
の
で
あ

る
。

由
來
我

國
の
船
舶
は
海
難
率

に
於

て
、
ギ

リ

シ
ヤ

。
ス
ペ

エ
ン
等

の
船
舶
と
共

に
世
界
第

一
と

い
ふ
不
名
碁

な
地

位
を
獲
得

し

て
ゐ
カ

の
で
あ

る
が
、
昨
年

の
海
難

は
、
我
國
を
し
て
他

の
諸

國
を
凌
駕

せ
し
む
る
に
至

つ
π

の
で
あ

る
。

し
か
も

、
本
年

に
入
ム

て
、
盆

々
海
難
激

塘

の
傾
向
を
見

る
。
.

事
情

、
か
く

如
く
な
る
を
以
て
、
我
逸
信
省
管
船

局
は
、
燈
壷

の
檜
設
、
航

路
標
識
及

び
無
線
電
信
等

の
諸
施
設



の
完
備
を
急

ぎ

つ
＼
あ
る
次
第
で
あ

る
が
、

一
方
我

國
の
海

上
保
瞼
業
者
は
、
過
去

五

ケ
年
間

に
約
七
百
萬
圓

の
損

失
を
被
う

た
る
が
爲

め
に
、
昨
年

十

二
月
十
五
日
、
東
京
、
帝
國

、
大
阪

、
紳

戸

、
三
菱

、
大

正
、
扶
桑
及

び
日
本

の
入
海

上
保
険
會
肚
は
、
協

同
會
な

る
も

の
を
組
織
し

て
、
海
上
保
瞼
料

の
引
上

を
策

し
、
本
年

に
入
う
て
よ
う
、

船
禮
保
瞼
料

に

つ
い
て

、
其
三
割
乃
至
十
割

の
引
上
を
断

行
す

る
に
至

つ
カ
。

さ
れ
ば

、
海
運
界

不
況

の
今

日
、
船
主

の
苦
痛

、

一
方
な
ら
ず

、
或
は
保
瞼
料

の
引
下
げ
を
運
動

せ
ん
と
す

る
も

の
あ
う
、
或
は
保
瞼

會
肚

の
不
當

を
鳴
ら
し

て
、
大

い
に
憤
激
す

る
も

の
あ

う
、
ま
π
相

互
保
瞼
組
合
を
組
織

せ
ん

と
欲
す

る
も

の
あ

る
に
至

つ
カ
。

さ
ら

に
、
他
方
に
於

て
、

日
本
海
員
組

合
は
、
海
難
防
止
及
び
海
難

に
依

る
死

亡
、
傷
害

に
封
す

る
補
償

制
度

の

確

立
を
目
的
と
す
る
要
求
案
を
ば
、
逓
信
當
局

及
び
船
主
協

會
に
提
出

せ
ん
と
し

つ
＼
あ

る
。
然

る
に
、
す

で

に
、

遭
難
船
員

に
劉
す

る
弔
慰
金
多
額

に
上
う
、
其
支
彿
は
、
多

く

の
船
主

に
と

つ
て
、
甚
だ
苦
痛

で
あ

る
。
勿

論
、
有

力
な

る
船
會
就

は
、
船
員

に
劃
す

る
諸
種

の
積
立
金
を
竜

つ
て
ゐ
る
か
ら
問
題

に
は
な
ら
な

い
。
π

思
、
多
歎

の
小

船

主
は
如
何

な
る
方
法
に
よ

つ
て
、
此
難
關

を
切
う
抜
け
る
か

ぜ
問
題
な

の
で
あ

る
。

か
く
、
論

じ
來

れ
ば
、
わ
が
國

の
船
主

の
前

に
海
難

に
關
連
し

て
二

つ
の
問
題
が
横

つ
て

ゐ
る

こ
と
が
明

に
な

っ

だ
は
ず
で
あ

る
。
即
ち

一
つ
は
、
高
率
な

る
海

上
保
瞼
料

に
劉
抗
す

る
道
如
何
と

い
ふ

こ
と

、
竜

一
つ
は
如
何

に
し

海
上
相
互
保
瞼
論

=
ハ三
.
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一
六
四

.

て
船
員

の
死
亡
及
び
傷

害
に
封
す

る
補
償

の
準
備
を
整

ふ
べ
き
か
と

い
ふ

こ
と
、
是

で
あ

る
。
か

＼
る
問
題
を
前
に

し
尤
る
と
き

、
我
等
が

思
を
海
運

に
關
す

る
先
進

諸
國
殊
に
英

國
に
馳
す

る
は
、
極

め
て
自
然

の
こ
と
で
あ
う

、
而

し

て
ま

尤
有
盆
な

こ
と

＼
思
は
れ
る
。

こ
れ
、
私

が
海
上
相

互
保
瞼
組
合
な

る
題
目

の
下

に
、
英

國
船
主

の
敷
訓
を

學

び
、
進

ん
で

、
わ
が
船
主

の
爲

め
に
何
等

か

の
結
論
を
見
出
さ
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
而
し

て
、
此
所
に
謂
ふ

相

互

保

瞼

組

合

と

は

、

英

國

の

ζ

暮

=
巴

〉
。。
・・
。
6
韓

一。
房

及

び

甲

。
§

叶ぎ
σq

窪

畠

ぎ

血
6
∋
三
ぐ

Ω

昌

・。
を

意

味

す

る

の

で

あ

る

。

==

 

海
上
相
互
保
瞼
組
合
は
、
海
上
保
瞼
業
務
を

"
イ
ズ
、

ロ
ン
ド
ン

。
ア

ツ
シ

ユ
ァ
ラ

ン
ス

。
コ
ー
ボ

レ
ー
シ

ヨ
ン

及

び

ロ
ー
ヤ
ル

・
エ
キ

ス
チ

エ
ン
デ

・
ア

ツ
シ

ユ
ァ
ラ

ン
ス

・
コ
ー
ボ

レ
ー
シ
オ

ン
の
三
者

の
み
に
濁
占

を
許

し
π

る

一
七

一
九
年

の
法
律

の
制
定

に
其
端
を
登
す

る
と
は
、
英

國
海

上
保
瞼
學
界

の
権
威

ア

ー
ノ
ル
ド
の
説
く
所
で
あ

る
(註
一
)。
而
し
て
、
其
濁
占
が
打
破

せ
ら

れ
π

る

一
入

二
四
年
ま
で

は
、
裁
割
所

は
、
前
記

の
三
保
瞼
者

に
濁
占
権

を
與

へ
π
る
趣
旨
を
徹
底
す

る
爲

め
に
、
組
合

の
登
達

を
阻
止
す

べ
く
努

め
禿

の
で
あ

つ
カ
。

即
ち

、
裁
判
所
は
組

合
員
間

に
損
害
填
補
に

つ
き
連
帯
責
任
な
く

、
從

つ
て

一
員
が
辮
濟

不
能

に
階
れ
る
と
き

、
他

の
全
員
が
彼

に
代

つ



て
支
彿
を
爲
す

べ
き

約
束
は
不
法
で
あ

る
と
判
決

し
π
の
で
あ

る
。

ま
π
、
イ

ム
デ

ム

ニ
チ

ー

・
ミ

ユ
チ
ア
ル
海
上
保
瞼
會
肚
が
登

行
し
た

る
創
立
百
年
紀
念
史

に
よ
れ
ば

、

一
入

二

四
年

よ
う
歎
年
以
前

に
、
す
で

に
英
國

の
の
港

に
、
船
主

の
保
瞼
組

合
が
存
在
し
て
ゐ
完
と

の
こ
と
で
あ

る
証

二
)。

然
し
乍
ら

、
其
組
織
や
業
績

に

つ
い
て
は
、
殆
ど
知

る
に
由
な
き
程

、
微

々
π
る
も

の
で
あ

つ
π
。
然

る
に

一
入
三

六
年

に
至

つ
て
、
組
合

は
俄
然

勃
興
し
π
。
其
原

因
ば
、
實

に
か

の
有
名
な

る
、
ド

・
ゲ
オ
封

サ

ン
サ

ル

バ
ド

ル
事

件
に
於

け
る
判

決
で
あ

る
。
同
判
決

に
よ

れ
ば
、
普
通

の
海
上
保
瞼
謹
雰

の
下

に
於

て
は
、
船
主

は
衝
突

の
損

害
賠

償
金
を
支
佛

ふ
べ
き
揚

合
に
、
保
瞼
者

は
之
を
蟹

補
す

べ
き

義
務

を
負

ふ
も

の
で

は
な

い
の
で

あ
る
。
か
く
て
、
船

主
は
非

常
な
る
苦
境

に
階

つ
尤
の
で
あ

る
が

、
保
瞼
者

は
船
主

の
爲

め
に
衝
突
約
款
な

る
も

の
を
保
瞼
謹
雰

に
挿

入

す
る
に
至

つ
た
。
然

し
乍
ら
、
普
通

の
約
款

は
所
謂

四
分

の
三
衝
突
約
款
と
稽

せ
ら
る

＼
も
の
で
あ

つ
て
、
保
瞼
者

は
衝
突

に
よ
る
損
害
賠
償

額

の
四
分

の
三
を
負
憺

す

る
の
み
に
し

て
、
残
う

の
部
分

即
ち
四
分

の

一
は
船
主

が
負
憺

を
鯨
儀
な
く
せ
ら
れ

カ
の
で
あ

る
。

さ
れ
ば
、
船
主
等
は
此
負
憺

を
共

同
的

に
駕
さ
ん
と
欲
し
、
或

は
相
互
組
合
を

創
立

し
又
は
既
存

の
組
合
を
利
用
し
π

の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
約
二
十
年

の
後
、
懐
π
ー

、
相
互
組
合
の
登
達
を
促
進
す
べ
き
重
大
な
る
刺
激
が
與

へ
ら
れ
た
。

そ

は

、

即

ち

一
入

五

四

年

に

於

け

る

商

船

法

(
竃
。
『。
罫

暮

o。
三
毛

昌
σq
>
g
℃
一
。。
い
轟
)

の

制

定

、

こ

れ

で

あ

る

。

即

ち

、

海
上
相
互
保
瞼
論

一
六
五
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一
六
六

船
主

は
、
此
の
法
律
に
依

つ
て
、
普
通

の
保
瞼
會
肚
が
引
受
け
ざ
る
多
藪

の
不
利
盆
な
る
責
任
を
負
捲

せ
し
め
ら
る

＼
こ
と

＼
な
う
、
此
等
の
責
任
を
共
同
し
て
分
憺
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な

つ
π
の
で
あ
る
。
實
に
、
現
存
す
る
最
大
な

る
保
瞼
組
合
の

一
つ
な
る
ブ
リ
タ

ニ
ァ
汽
船
保
瞼
組
合
の
前
身
な
る
船
主
相
互
保
護
組
合
は

一
入
五
五
年
五
月

一
日

に
其
業
務
を
開
始
し
π
の
で
あ
る
。
ま
力
此
の
組
合
に
比
肩
す
べ
き
西
部
英
國
船
主
保
護
組
合
に
依

つ
て
、
買
牧
せ

ら

れ

控

れ

ど

も

、

か

つ

て

極

め

て

有

力

な

う

し

船

主

保
護

組

合

(ω
三
℃
。
彗

巽
。。6

§

。
g
凶g

◎∩
。
6
同6
q
)
は

、

一
入

五

六

年

、

ト

ツ
ブ

シ

ヤ

ム
に

於

て

、

創

立

せ

ら

れ

π

の
で

あ

る

。

か

く

の

如

く

し

て

、
船

主

相

互

保

瞼

組

合

は

漸

次

有

力

と

な

つ

π

。

而

し

て

、
裁

割

所

も

亦

、
海

上

保

瞼

濁

占

法

の
磨

止
後

は

、
組

合

に

劃

す

る

態

度

を

改

め

π

。

さ

ら

に

、

一
八

六

二
年

の

會

阯

法

は

、

此

種

の
組

合

を

以

て

、

同

法

第

四
條

に

所

謂

會

肚

な

り

と

認

め

、

二

+

人

以

上

を

以

て

之

を

組

織

す

る

と

き

は

、

之

を

登

記

す

べ

く

、

而

し

て

、

登

記

せ

ざ

る

と

き

に

限

う

不

法

と

認

む

る

こ

と

＼
な

つ
控

の

で

あ

る

。

而

し

て

、
今

日

、

殆

ど

す

べ

て

の

保

瞼

組

合

は
登

記

せ

ら

れ

て

ゐ

る

と

の

こ
と

で

あ

る
(
註
三
)
。

か

く

て

、

多

数

の

有

力

な

る

保

瞼

組

合

が

成

立

し

π

。

今

日
存

在

す

る

有

力

な

る

組

合

の
名

稽

及

び
其

幹

部

の

氏

名

を

列

記

す

れ

ば

左

の
如

く

で

あ

る

。
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次

に

、

英

國

以

外

の

諸

國

を

見

る

に

、

海

上

相

互

保

険

組

合

は

全

く

存

在

せ

ず

、

ま

π

存

す

る

と

す

る

も

有

力

な

る

も

の

殆

ど

な

し

と

い

ふ

有

様

で

あ

る

。

例

へ
ば

フ

ラ

ン

ス

に

於

て

は

前

世

紀

の

中

葉

ま

で

、

相

互

組

合

が

存

在

し

て

ゐ

π

が

、

保

瞼

の

大

會

肚

の

出

現

に

よ

つ

て

、

溝

滅

す

る

に

至

つ

た

の

で

あ

る

(
註
五
)。
今

日

、

世

界

的

に

認

め

ら

る

＼
有

力

な

る

組

合

は

ア

メ

リ

カ

と

デ

ム

マ
ル

ク

と

に

各

々

一
つ
宛

あ

る

の

み

で

あ

る

。

其

名

稻

は

次

の

如

く

で

あ

る

。
、
》

§
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二
8
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な
ほ
、
最
近
ギ
リ

シ
ア
に
ギ
リ

シ
ア

・
ロ
イ
ズ
な
る
船
主

を
成
員
と
す

る
保
瞼
會
肚
が
成
立
し
π
。
其
報
知

に
接

し
π

る
當
時
、
英

國
保
瞼
者

の
船
舶

保
険
料
引
上

に
劃
抗

せ
ん
が
爲

め
の
船
舶
相
互
保
瞼
組
合
が
出
現
し
π
も

の
と

一
般

に
解

せ
ら
れ
π
。
然

し
乍
ら
、
事
實

は
然
ら
ず
し

て
、
此
會
肚
は
、
ギ
リ

シ
ァ
船
舶

に
積

込
ま

れ
π
る
貨
物

に

劃
し

て
イ
ギ
リ

ス
保
瞼
者

の
課
す

る
料
牽

が

特
に
高

い
の
で
、
之

に
劃
抗
す

る
爲

め
の
も

の
で
あ

る

乙
と
が
、
最
近

に
な

つ
て
明

に
な

つ
π
(註
六
)。

最
後

に
海
上

保
険
相

互
組

合

の
現
有
勢
力

を
う
か

讐
は
ね
ば
な
ら

漁
。
換
言
す
れ
ば

、
彼
等

は
世
界
船
舶

の
何

バ

ー
セ

ン
ト
を
保
瞼

し

つ
＼
あ

る
か
を
知

ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
此
黙

に

つ
い
て
英
國

の
海
法

の
大
家
、

ホ
ル

マ
ン
氏
は
、

今
や

保
瞼
相
互
組
合
は
、
約
三
千
萬

噸

の
汽
船
を
保
瞼

し

て
ゐ
る
と
述
べ

て
ゐ
る
。
果

し

て
然
ら
ば

、
世
界
船
舶

の

約
六
割

は
此
種

の
組
合

に
關
係

を
有
し

て
ゐ
る
わ
け
で
あ

る
。
さ
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
の
船
舶
院

と
我
國

の
船
主
と
を

除

け
ば
、
殆
ど

す
べ
て
の
世
界

の
主
要

な

る
船
主

は
、
相
互
組
合

の
成
員
で
あ

る
と
断
定

し
て
差
支
な

い
わ
け
で
あ

る
(註
七
)。
な
ほ
、

ホ
ル

マ
ン
氏

ほ
其
著
書

に
於

て
、
+
四
の
保
瞼
組
合

の
名
稻

を
列
記
し
、
且

つ
殆
ど
全
世
界

の
船

主
が
之
に
加
盟
し

て
ゐ
る
と
も

言

つ
て
ゐ
る
(註
八
)。
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一昌

か
す
か
な
る
痕
跡
を
獲
す
に
過
ぎ
ざ
る

一
入
二
四
年
以
前
の
海
上
保
瞼
相
互
組
合
は
、
當
時
英
國
に
於
け
る
海
上

血
総

墜
畢
業

を

奪

る

哲ー
ン

ド
巨ン
」

ー
ア

ツ
ー
シ

彦

レ

メ
L
倖

ボ

レ
ー
陪

レ

オ

レ
.

(r
o
ロ
血
o
コ
蔵

。。
戸筒
9
旨
院

∩
o
「
℃
o
「㌣

民
O
昌
)
、

ロ

ー

ヤ

ル

・
エ

ツ

キ

ス

チ

エ

ン

ヂ

。

ア

ツ

シ

ユ

ァ

ラ

ン

ス

・

コ

ー

ボ

レ

ー

シ

ヨ

ン

(
図
O
図
巴

国
X
O
ず
9
旨
σq
O
》

。。
。。
午

茜
昌
8

∩
。
壱
。
糞
酔δ
コ
)
及

び
個
人
保
瞼
者

の
團
禮
π
る

ロ
イ
ズ

(=
。
旨

ω.)
と
同
じ
や

う
に
、
普
通

の
海
上
保
瞼
業
務

を
行

つ
て
ゐ
π
と

の
こ
と
で
あ

る
。
而
し

て
、
相
互
保
瞼
組
合

は
、
管

利
保
瞼

者
よ
う
も

、
低
廉
な

る
保
瞼
料

に
依

つ

て
、
其
加
盟
船
主

に
満
足
を
與

へ
て

ゐ
た
と

の
乙
と
で
あ

る
。
果

し
て
然
ら
ば

、
當

時

の
管

利
保
瞼
者
は
、
や

＼

暴
利
を
貧

つ
て
ゐ
カ
も

の

＼
や
う
で
あ
る
。
然
ら

、
英
國

の
海
上
保
瞼
史
を
経
く

も
の
は
、
世
界
大
職
中
及

び
其
後



の
好
況
に
比
す
べ
か
ら
ず
と
す
る
も
、
十
入
世
紀
末
及
び
十
九
世
紀

の
初
頭
は
、
實

に
海
上
保
瞼
界

の
黄
金
時
代
だ

つ
π
こ
と
を
登
見
す
る
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
、
保
瞼
組
合
が
、
初

め
て
世
に
現
れ
π
る
は
、
螢
利
保
険
者
に
封
抗
せ

ん
と
欲
し
カ
る
意
思
の
表
示
で
あ

つ
カ

こ
と
を
否
定
し
得
な

い
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
前
節
に
於
て
述
べ
π
る
が
如
く

一
入
三
六
年
綾
で
は
、
相
互
保
瞼
組
合
は
微

々
と
し
て
振
は
な
か

つ

π
の
で
あ
る
。
何
故

に
然
わ
し
か
。
思

ふ
に
、

一
入
二
四
年
に
海
上
保
瞼
業

の
濁
占
が
打
破
さ
れ
、
海
上
保
瞼
會
肚

が
矢

つ
ぎ
早
に
、
濫
設
さ
れ
、
其
間
に
激
。烈
な
る
競
孚
が
起
う
、
其
必
然
的
結
果
と
し
て
、
保
瞼
料

の
切
下
が
断
行

せ
ら
れ
π
る
を
以
て
、
船
主
は
保
瞼
會
肚

の
横
暴

に
苦

む
こ
と
な
く
、
從

つ
て
相
互
保
瞼
組
合
の
必
要
を
戚
ず
る
こ

と
極

め
て
薄
か
つ
π
か
ら
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば

一
入
三
六
年
に
於
け
る
組
合

の
勃
興
は
、
そ
も
ー

如
何
な
る
原
因

を
有
す
る
か
。
之

に
劃
す

る
答
は
、
す
で

に
前
節

に
於

て
述

べ
π

る
所
で
あ

る
が
、
此
所

に
繰
返

し
て
、
而
し

て
、

最
も
簡

軍
に
答

ふ
る
な
ら
ば

、
そ
は
螢
利
保
瞼
者

が
引
受
を
拒
絶
す

る
危
瞼

に
劃
し

て
、
船
主
等
が
共

同

し
て
之
を

分
憺
す

る
組
織

の
必
要

に
迫
ら
れ
π
る

乙
と
、
是
で
あ

る
。

さ
ら

に
、

一
入
五
四
年

を

一
大
時
期
と

し

て
、
相
互
組
合
は
、
其
歎

に
於

て
、
其
勢
力

に
於

て
、
長

足

の
進
境
を

示
し
π
る

之
と
及
び
其
動
機

に
於

て
は
、
之
を
繰
返

し

て
説
明
す

る
の
要

を
見

な

い
で
あ
ら
う

。

此
等

の
歴
史
的
事
實

に
依

つ
て
、
現
在

の
相
互
組

合

の
業
務

の
何
π

る
か
は
容
易

に
察
知

し
得

べ
き
で
あ
ら

う
。

海
上
相
互
保
陰
論

、
七

凶
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然

り
、
現
時

の
組
合
は
管
利
保
瞼
者

に
劃
抗

し
、
之

を
排
斥
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
く

、
後
者

が
引
受

け
ざ

る
危

瞼

を
自
ら
引
受

け
ん
と
す
る
も

の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば

、
船
主

は
、
此
等

二
種

の
保
瞼
者
を
利
用

す
る

乙
と

に
よ

つ
て
、
航
海
に
關
連
し

て
生
ず

る
危
瞼

か
ら
、
殆
ど

完
全

に
免
か
れ
得

る

こ
と

＼
な

る

の
で
あ

る
(註
}
)。
わ
が
敬

愛

す

る
藤
本
博
士

の
言
を
引
用
す

る
な
ら
ば
、

「
英
國
に
於

け
る
相
互
保
瞼

は
主
と
し

て
普
通
海
上
保
瞼
者

に
於

て
憺

保
せ
ざ

る
部
分

に
劃
す

る
補
助
的

保
瞼

を
其
主
要
な

る
竜

の
と

せ
る
を
見

る
べ
し
。
從

つ
て

・
:
-
普
通

保
瞼
者
と

競

箏

の
地
位

に
立

っ
と
云

ふ
が
如
き
竜

の
に
あ
ら
ず

、
寧
ろ
相
互
保
瞼

は
、
普
通
保
瞼
者
と
相
侯

て
海

上
保
瞼

の
目

的

を
達
す

る
の
手
段

π
る
も

の
な

る
こ
と

を
會
得
す

る
に
難
か
ら
ず

、」

と

の
乙
と
で
あ

る
(註
二
)。

(註
一
)

試
.
9

H
藁
℃
レド
ニ
器

H霧
舞
pロ8
鴇
で
.
ω↑

(註
二
)

藤
本
幸
太
郎
博
士
述
、
海
上
保
瞼
…論

(大
正
十
年
九
月
改
訂
)
六
六
頁
O

事
實
上
、
右

の
如
き
断
定
は
正
鵠
を
得

て
ゐ
る
。
即
ち
、
相
互
保
瞼
組
合
に
共
通
に
し
て
重
要
な
る
業
務
が

一
方

に
存
在
し
、
他
方
に
は
普
通
保
瞼
者
の
活
動

の
範
園
が
別
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
相
互
保
瞼
者
と
普
通
保

瞼
者
も
共
に
他
方
の
領
域

に
多
少
侵
入
し
つ
＼
あ
る
は
事
實
で
あ

る
。
以
下
、
先
づ
保
瞼
組
合

の
主
要
な
る
業
務
を

説
き

、
進
む
で
其
從
虎
る
業
務
若
く
は
特
殊

の
保
瞼
組
合
の
み
に
於

て
行
は
る
＼
業
務
を
説
明
し
や
5
。

甲
、
保
瞼
組
合
の
多
藪
が
行
ひ
つ
＼
あ
る
主
π
る
業
務
は
之
を

二
大
別
し
て
説
明
す
る
を
便
宜
と
す
る
。
而
し
て



慧
眼
な
る
讃
者
は
、
前
掲
せ
る
有
名
な
る
組
合
の
名
稻
を
讃
過
し
た
る
際
に
、
す
で
に
如
何
な
る
囁
別
を
設
く
べ
き

か
に
つ
い
て
の
暗
示
を
受
け
π
こ
と
＼
思
ふ
。
即
ち
其
種
別
は
組
合
の
名
稻
中
に
し
ば
く

用

ひ
ら
れ
π
る
二
つ
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

文
字

、
保
護

(男
一、O
梓⑦
Oけ一『昌
)
と
損
害
填

補

(H鼠
。
ヨ
三
¢
)
と

の
二

つ
で
あ

る
。

然
う
而
し
て
、
相
互
組
合

の
所
謂

保
護
と

は
、
船
舶

、
船
員
及

び
族
客

に
關
連
し

て
船

主
が
負
憺

す
る
責
任
、
及

ヘ

ヘ

へ

ぬ

び
航
海
上

の
過
失
を
保
瞼
組
合
が
引
受
け
る
乙
と
で
あ
る
。
ま
力
損
害
填
補
と
は
、
貨
物

の
運
迭
に
際
し
て
航
海
上

の
過
失
以
外
の
原
因
に
よ
う
貨
物
に
生
じ
カ
る
滅
失
、
駿
損
及
び
費
用

に
し
て
船
主
が
賠
償
す
べ
き
も
の
を
保
瞼
組

合
が
引
受
け
る
こ
と
を
謂
ふ
の
で
あ
る
。

先
づ
保
護

に
つ
い
て
、
次
に
損
害
填
補
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
實
例
を
掲
げ
て
、
此

二
つ
業
務

の
内
容
を
探

つ
て

見
や
う
。

ヘ

へ

鰯

相
互
組
合

の
與

ふ
る
保
護

の
主
π

る
場
合
及

び
其
實

例
は
左

の
如
く
で
あ

る
。

↓

相
互
保
瞼
組
合

に
加
盟
せ
る
船
舶

に
關
連

し

て
、
生
じ
π

る
死
亡
及
び
傷
害

。

〔實
例
〕

此
例
は
汽
船

プ

ロ
グ

レ
ツ
ソ
オ

(
中
。
σq
お
。・切P

一
、
九

一
九

噸
)

に
關
す

る
も

の
で
あ

る
。

船
主

は
本
船

を
石
油
運
逡
船

に
改
造
せ
し

む
べ
く
、

フ
ル
ト
ン
鐵
工
所

に
引
渡

し
π
。
而
し

て
鐵
工
所
は
石
油

を
積
込

み
、
新
に
装
置

せ
る
石
油
登
動
機

の
試
験

を
行
は
ん
と
し
π
が

、
其
試
瞼

の
舅

頭

に
於

て
、
激
烈

な
る
爆

海
上
相
互
保
瞼
…論

一
七
三
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第
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一
七
四

毅
が
起

う
、
船
舶
は
準
全
損
と

な
り
、
勢
働
者

+
五
名

は
死
亡
し
、
+

二
名

は
負
傷

し
泥
。
鼓

に
於

て
、
死
亡
者

の
遺
族
及

び
負
傷
者

は
損
害
賠
償

を
請
求
し
、
其
額
は

二
四
入
、
○
○
○
弗

に
達

し
π
。
而
し
て
船
舶

の
残

物

の

便
額

は

一
五
、
○
二
〇
弗

に
過
ぎ
な
か

つ
た

の
で
あ

る
。
從

つ
て
、
船
主

は
損

害
賠
償
責
任

に
關
す

る
法
律
的
制

限

を
探
用
せ
ん
と

し
カ
。
然

る
に
、
果

し
て
船
主

が
此

制
限

を
探
用

し
得

る
か
否
か
に

つ
い
て
、
数
年

間
、
米
國

裁
判
所

に
於
て
争

つ
π

の

で

あ

る

が

、
結
局
原
被
爾

者
間
に
要
協

が
成
立

し
、
船
主
は

こ
七
、
二
七
五
弗
を
支

彿
ら

ひ
、

且
つ
訴
訟
費

用
九
、
五
四
三
弗
を
負
憺

す

る

こ
と

＼
な

つ
カ
。
而
し
て
、
本
船

の
加

入
せ

る
相
互
組
合

は
、
其
合
計
即
ち
三
四
、
入
五
入
弗

の
う
ち

の
僅

少
部
分

を

フ
ル
ト
ン
鐵
工
所

に
負
憺

せ
し

む
る
條
件

の
下

に
、

其
殆
ん
ど
全
部
を
支
彿

つ
π

の
で
あ

る
。

⇒

船
員

の
傷

害
及
び
疾

病
に
關
聯

し
て
生
ず

る
入
院
料

、
治
療
費

、
葬
式
費

、
其
他

の
諸
費
用

及

び
蹄

國
族
費

。

(
〔實
例
〕

此
例

は

エ
ル

・
グ
リ

コ

(
邑

9

一。P

七
、

二
五
九
噸
)

に
關
す

る
竜

の
で
あ

る
。

本
船

は

一
九

二
三
年

四
月

一
入

日
、
上
海

に
向

つ
て
サ

ン
フ
ラ

ン
シ
ス

コ
を
出
帆
し
π
が
、
登

航
後
間
も
な
く

船
長
は
病
氣

に
か

＼
う
、

而
か
も
重
態

に
階

つ
カ
。
四
月
二
〇
日
の
夕
刻
七
時
四

五
分

、
署
者

の
治
療

を
受
け
し

め
ん
が
駕

め
引
返
す

こ
と

、
な

う
て
、
ニ

ニ
日
到
着

し
、
船
長

は
入
院

し
カ
、
然

る
後

、
本
船

は
九

二
三
樽

の
燃

料
油
を
積
載

し
て
、
午
後

=

一時
出
登
し

二
四

日
午
時

一
〇
時

四
五
分

に
到

つ
て
、
先
き

に
方
向
轄

換
を
な
せ
る



地

黙

に

到

達

し

た

、

船

長

の

病
氣

は

主

と

し

て
盲

膓

炎

で

あ

つ
た

の
で

、

直

ち

に

手

術

が

行

は

れ

だ

。

其

手

術

後

船

長

は

非

常

に

衰

弱

し

、

三

ヶ
月

間

入

院

を

織

績

す

る

の

籐

儀

な

き

に

至

つ
π

。

而

し

て

全

快

後

、

船

長

は

汽

船

マ
ル

ロ
ッ
ク

に

乗

つ

て
先

づ

カ

ナ

ダ

の

モ

ン

ト

リ

ー

ル

に
向

つ
だ

。

此

時

書

師

の

注

意

に

よ

つ

て

、

看

護

婦

を

随

伜

せ

し

め
尤

。

而

し

て

、

此

事

件

に

於

て
船

主

が

要

求

し

π

る
金

額

は

次

の

如

く

で

あ

る

。

三
ケ
月
分
の
入
院
料
及
び
藥
償

宍
五
五
・〇
五
弗

手

術

料

五
九
五
・0
0
弗

看

誹護

嬬

㎜竹

.

.

山ハ
(U
山ハ
●
0
0
弗

モ
ン
ト
リ
ー
ル
迄
の
乗
船
雰

9

=
二
一
・
六
五
弗

看
護
婦
の
往
復
乗
船
雰

`

嚇
六
三
.
三
二
弗

食
費
及
び
宿
泊
料

}
二
五
・
六
三
弗

モ
y
ト
リ
ー
ル
・
グ
ラ
ス
ゴ
ー
間
の
乗
紹
雰

=
二
〇
・0
0
弗

電
信
、
手
簸
料
其
他

七
五
・
五
四
弗

小

計

二
、
四
八
二
・
}
九
弗

礎

志

沖

英

貨

換

算

高

五
四
七
・
一
八
・
一
一

ま
穴
右

に
追
加
す
ぺ
含
費
用
は
左
の
如
く
で
あ
る
1

燃
料
油
の
追
加
的
消
費
八
四

】
樽

一
入

一
1
0
1

}
○

海
上
保
瞼
相
互
論

一
七
五
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保
瞼
料

、
四
ロ
三
時
間

分

日
〇
六
-

=
二
i

一

水

先
案

内
料

、
皐
頭
使
用
料

等

四

五
ー

一
}
1

五

食

料

、
四

日

分

,
三
〇
i

八
ー

O

グ

ラ

ス
ゴ

ー
、
サ

ウ

ス

・
シ
ー
ル
ズ
間

の
船

長
旋

費

二
ー

回
八
ー

0

の

志

庁

通

計

九
三

二
・

六

。

九

右

の
要
求
額
に
封
し

て
、
相
互
組
合

は
九
〇
〇
膀
を
支
彿

つ
た

の
で
あ

る
。

司
↓

航
海

上

の
過
失
に
原
因
す

る
船
主

の
損
害
賠
償
金
。

(
〔實
例
〕

此
例
は

一
九

二

一
年

入
月

一
日
、

(
≧

霧
ぎ
二
二
、
七
九
〇
噸
)

に
關

す

る
も

の
で
あ
る
。

一
七
六

プ
ラ

ン
ト
の
岩
礁

に
乗

り
揚

げ

て
全
損

と

な

れ

る
汽
船

ア

ラ

ス
ヵ

本
船

は

ア
ラ

ス
カ
汽
船
會
肚

の
所
有

に
し
て
船
員

四
八
名
、
旅
客

=
二
六
人
及
び
難
貨

を
積
載

し
て
、

ポ

ー
ト

ラ

ン
ド
か
ら

ず
ン
フ
ラ
ン

シ
ス

コ
へ
向

ひ
た
る
も

の
で
あ
る
。
本
船
が
全
速
力

を
以

て
、
濃
霧
中

を
走
う

つ
＼
あ

う
π

る
際

に
、
午
後
九
時

二
〇
分

カ

ル
ホ
ル

ニ
ァ

の
沖

合
な

る
プ
ラ

ン
ト
岩
礁

に
乗
揚
ぐ

る

に

至

つ

π
。
而
し

て
、
激
浪

の
爲

め
に
洗

は
れ

て
、
四
十
五
分

の
後

沈
没

し
全
損

に
蹄
す
る
に
至

つ
π
。
船
長
初

め
十

一
名

の
船
員

と
三
+

一
名

の
族
客
は
溺
死
し
た
。
負
傷
者
も
多
歎

に
上
う
、
且

つ
貨

物
も
亦
全
損
と
な

つ
π

の
で
あ

る
。
從

つ

て
、
船
主

に
劉
す

る
損
害
賠

償
要

求
額

は
左

の
如
く
多
額

に
上

つ
π
の
で
あ

る
。



死
亡

に
よ

る
損
害

七

入
五
、
二
九
六
・
0
0
弗

員
傷

に
蕊
ろ
損

害

二
四
七
、
八

M
五

・
五
〇
弗

衣
類

、
勇
廻
品

の
狽
害

八
〇
、
八
九

一
・
〇

二
弗

延
着

に
よ

ろ
狽

害

二
〇
、
五
六

九
・
七

五
弗

貨
物

に
生

じ
旋

る
損

害

六

一
、
五
七
四
・
八
七
弗

合

計

一
、
一
九
六
、
】
四
七

・
回
四
弗

之

に
封
し

て
、
船
主
は
賠
償
責
任

の
法
的
制
限

を
引
用

せ
ん
と
し
尤
。
而
し
て
、
其
金
額

は
三
、
二
二
九

・
入

二
弗

に
過
ぎ
な
か

つ
た

の
で
あ

る
。
然

る
に
、
請

求
者
等
は
船
主

の
代

理
人
が
不
熟

練
な

る
船
員
を
採
用

し
て
乗

組
ま

し

め
π
る
が
故
に
、
右

の
如
き

法
律
上
の
利
盆
を
亨
受

し
得
ざ

る
も

の
で
あ

る
と
主
張

し
尤
。
舷

に
於

て
、

事

件
は
大

い
に
紛
糾
し
た
が
、
結
局
妻
協

が
成

立
し
π
。
即
ち
船
主

は
総
要

求
額
に
封
し
て
、
七
五
、
○
○
○
弗

を
支
彿

ふ

乙

と

＼
な

つ

て
事
件

は
落
着
し
π

の
で
あ

る
。
然

し
乍
ら

、
船
主
は
右

の
外
す
で

に
多
額

の
費

用

を

支
彿

つ
て

ゐ
π
。
即
ち
葬
式
費

三
、
九
六
六

弗
、
衣
服
費

=

一
、
三
三
九
弗

、
船
員

及
び
族
客

を
救
助
す
る
得

め

に
給
與

し
π

る
物
品

の
債
額

一
四
、

二
四
〇
弗
及

び
生
残
者

の
食
費
及

び
族
行
費

四
、
四
七
三
弗
を
支
梯

つ
て
ゐ

π
。
ま

π
、
訴
訟
費
用

は
五
七
、
○

○
○
弗
に
達

し
た

の
で
あ

る
。

而
し

て
、
此
事
件

に

つ
い
て
、

ク
ラ
ブ
は
愼
重
審
議
を
重

ね
π
る
末

、
二
入
、
四
四
九
膀

一
一
志

一
〇
片
を
支

海
上
相
互
保
瞼
論

一
七
七

■
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一
七

八

彿

ふ

こ
と
と
し

尤
の
で
あ

る
。

四

ク
ラ
ブ
は
其
加

盟
船

舶
の
航
海

上

の
過
失
に
原
因
し
て
他
船

と
衝
突
し
だ
る
場
合

に
於

て
、
其
他
船

の
所

有

(者
及

び
之

に
積
載
せ
る
積
荷

の
所
有
者

に
支
佛

ふ
べ
き
損
害
賠
償

金

の
四
分

の

一
を
支
彿

ふ
。
此
黙

に

つ
い
て
は

す
で

に
説
明

し
π
る
を
以

て
實

例
を
省
略
す

る
。
π

讐
蝕

に

一
言
し
π

い
こ
と
は
、
保
瞼
會
肚
が
普
通
用

ふ
る
衝

突
約
款

は
所
謂

四
分

の
三
R
、
D

、
C

な

る
を
以

て
船
主

は
賠
償
金

の
四
分

の

一
を
負
澹

せ
ざ
る
べ
か
ら
ぎ
る

こ

と

、
船
償
及

び
運
邊
品

の
債
額
が

E
額

に
上

る
今

日
に
於

て
は
、
此

の
四
分

の

一
が

か
な
り

の
重
大
な
る
負
憺

な

る

こ
と
及
び

こ
の
負
澹

を
共
同
し

て
負
搭

せ
ん
と
す

る
こ
と

が
、
ク
ラ
ブ
勃
興

の

一
大
原
因

に
し
て
ま
尤
其
業
務

の
最
重
要

な
る
も

の
の

一
π
る

こ
と
是
で
あ

る
(註
)。

(
註

)

鵠

'
ρ

ピ
ミ

・
竃

母

ぎ

o

同
誹

霞

9・
昌
8

.
℃
`

ご

ω
.

到

・
加

盟

船

舶

叉

は

其

挽

船

の
航

海

上

の
過

失

を

原

因

と

し

て
貨

物

、

突

堤

、
防

波

堤

、

其

他

の

物

膿

に

生

じ

π

(る
損

害

。

〔實
例
〕

此

例

は

ソ

ゥ

ル

ト

・
セ

ン

ト

・

マ
リ

ー
に

於

て

間

門

を

破

壊

し

π

る

ペ

リ

ー

・
ジ

ー

・
ウ

オ

ー
カ

ー

(
団
臼
蔓

・
Ω
・
≦
、巴
搾
o
ご

四

、

四

七

〇

噸

)

に
關

す

る

も

の

で

あ

る

。

本

船

は

ロ

ー

γ
ン
か

ら

・フ

エ

ス

ト

・
シ

ユ
ペ

リ

オ

ル
ま

で

の
石

炭

運

邊

の
途

上

、

ス

ー
河

の

カ

ナ

ダ

水

門

内

に



入

つ
π
。
本
船
が
除

々
に
前
進
す

る
を
見

て
、
水
門
係

は
後
退
す

べ
き
合
圖
を
爲
し
禿
。
然

る
に
、
後

退
を
か
け

る
代

り
に
、
舵
手
は
前
進
全
速
力

を
か
け
尤
。
か
く

て
、
本
船

は
下
流

の
水
門

の
扉

の
東
牛

に
衝
突

し
て
、
此

の

扉
を
押
し
破

つ
π
。
之
と
同
時

に
上
方

の
扉
も
開

い
て
し
ま

つ
π
爲

め
河
水
は
奔
流
し
π
。

さ
れ
ば
上
流

の
北
部

に
碇
泊
し

て
居
た
旅
客
船

ア

ツ
シ

ニ
ホ
イ

ァ

(》
。。。。一三
げ
o
ε

は
激

流

に
憲
き
込
ま
れ

て
ウ

オ

ー
カ

ー
の
右
舷

に
衝

突

し
π
。
ま
カ

、
ク

γ
セ
ン
ト

・
シ
チ

ー

(ρ
・
ω。
葺

Ω
受
)
は
押
し
流
さ
れ

て
、
間
竜
な
く

沈
没

し
カ
。
此
事
件

に
於
け

る
船
主

の
注
定
責
任
制
限
額

は

二
〇
四
、

一
〇
九
弗
だ

つ
π

の
で

、
ク

レ
セ

ン
ト

・
シ
チ

ー
の
船
主

は
其

の
請
求
額

一
四
入
、
入

四
三
弗

に
封
し

て

=

一
七
、
七
三
入
弗
を
受
取

り
、
ア

ツ
シ

ニ
ホ
イ
ァ
の
船
主

は
其
請

求

額
三
九
、
九
六
五
弗

に
封
し

て
三

一
、

二
入
六
弗
を
受
取

る

之
と
と
な

つ
π
。

而
し

て
、

カ
ナ
ダ
政
府
は
水
門

の

所
有
者
と
し

て
、
注
定
責
任
額

の
割
宛

て
に
満
足
せ
ず

、
五

七
、
入

二
四
弗

即
ち
損

害
全
額

の
賠
償
を
命

じ
π
。

さ
れ
ば
此
等

の
諸
賠
償
緻
及
び
之

に
關

し

て
要

し
尤

る
費
用

の
合
計

は
、
四
入
、
二
四
七
膀

の
互
額

に
達

し
π

の

で
あ

る
。
而
し

て
本
船

の
加
盟

せ
る
ク
ラ
ブ
は
其
全
額

を
支
彿

つ
カ
と
云
ふ
。

　

う

六

船
主

が
支
彿
を
受

け
得
ざ

る
貨

物

の
共
同
海
損
分
憺
額
及
び
特
別
費

用

。

(
〔實
例
〕

此
例
は

一
九

二
二
年
六
月

モ
ゼ

ー
ル
・
カ
ラ
ヲ
間

の
航
海
を
駕
せ
る

ノ

ル
ド

ブ
ア

ー

レ
ル

(
閉
。
a
貯

。
ご

三
、
七
三
四
噸
)

に
關
す

る
も

の
で
あ
る
。

海
上
相
互
保
瞼
論

一
七
九



商

學

討

究

第
三
巻

(
上
)

一
八
〇

本
船

は

ク

レ
ツ
プ

・
ラ
イ

ン
に
定
期
傭

船
さ
れ
、
更

に
石
炭

及
び

コ
ー
ク

ス
蓮

途

の
爲

め
、
あ

る
商

會

に
傭
船

き
れ
π

も
の
で
あ

る
。
本
船
が
水
先

人

の
指
揮

の
下
に

パ
ナ

マ
運

河
通
航
中

、
針
路
を
誤
う
だ

る
を
以
て
、
後
退

を
始

め
π
る
が
、
其
途
中
、
運

河

の
岸
に
碇
泊

せ
る
艀
舟
と
衝
突
し
尤
。
雨
船
と
も
損
傷

を
被

つ
だ
が

、
本
船

の

損
害
は
特

に
甚
だ

し
か

つ
π
。

か
く

て
、
本
船
は

二
隻

の
挽
船

に
助
け

ら

れ

て

バ

ル

ボ

ア

に
到

う
、
同
地

に
て

修
繕
を
受
く

る
爲

め
、
貨

物

を
陸
揚

げ
し

、
且

つ
二
十
七
日
間
滞

在
し
π
。

か
く

て
、
共
同
海
損

の
問
題
を
生
じ

禿
。
而
し
て
、
精
算
者

は
傭
船
契
約
條
項

に
基
き

ヨ
ー
ク
。
ア

ン
ト
ワ

ー
プ
・
ル

ー
ル
ス
を
適

用
し

て
共
同
海
損

の

精
算
を
行

ひ
其
結
果
共

同
海
損

と
認

あ
ら
れ
し
損
害
額
は

二
三
七

一
一
・
九

二
弗
に
し

て
主

た
る
項
目
左

の
如
し
。

貨
物
の
陸
揚
及
船
積
費
用

=

一、
四

一
八
・七
三
弗

遽
難
港
に
於
け
る
船
員
の
給
食
料
其
他

二
、
九
五
九
・七

一
弗

精
算
の
費
用
及
び
報
酬

一
、
八
三
五
・
一=
一弗

共
同
海
損

立
替
金
の
利
息

六
四
二
・
二
七
弗

而
し
て
負
澹
慣
額
及
び
分
憺
額
は
左

の
如
く
で
あ
る
。

船
舶

資
携

債

額

三
五
、
九
八

7

八
四
弗

船

舶

の

分

据

額

入
、
五

一
六
・
二
四
弗

貨

物

資

携

侃

額

六
四
、
二
〇
三
・
二
五
弗



貨

物

の

分

据

額

一
五
、
一
九
五
・
山
ハ
一
弗

然

る
に
、
船
主

は
荷
受
人
か
ら
右

の
分
憺

額
を
受
取
う
得

な
か

つ
尤
。

何
故
な
れ
ば

、
荷

受
人

の
所
属
國
力

る

ペ
ル

ー
の
法
律

に
は
、
船
長

の
過
失

に
原
因
す
る
損
害

に

つ
い
て
は
船
長
自

ら
負
憺

す
べ
く

、
之

に
反
す
る
特
約

は
す

べ
て
無
効
な

る
旨
が
定

め
て
あ

る
か
ら
で
あ

る
(註
)。

(註
)

ペ
ル
ー
商
法
第
六
三
三
條
参
照

而
し

て
、
本
件

に
關

し
て
ク
ラ
ブ
は
三
、
三
入

一
膀

五
志
入
片

を
支
彿
ろ

た

の
で
あ

る
。

匂

船
舶

の
残
骸

の
引
揚
げ
叉
は
移

動

に
要

し
カ
る
費
用

。

〔實
例
〕

此
例

は

一
九

一
五
年
入
月
、

'ブ
ー
ム
ス
河

に
於

て
難
破

せ

る
汽
船

ホ

ニ
ト
ン

(
=
o
鼻

9
ご
四
、
九

一
四

噸
)

に
關

す
る
竜

の
で
あ

る
。

本
船
は

ノ
ー
ス

・
ノ
ッ
ク

・
デ
ィ

ー
プ
の
沖

に

て
水
雷

の
駕

め
に
大
破

を
蒙
う
π
れ
ば
、
政
府

の
挽
船
は
之
を

ラ

・
ノ
ー

レ
ま
で
引
戻

さ
う
と

し
尤
。
然

る
に
、
テ

ー
ム
ス
河

に
入

つ
て
か
ら

、
本
船

は
沈
渡

せ
ん
と
し
禿
る
を

以

て
、
入
月
三
十

一
日
そ

の
河

の
北
岸

に
坐
礁

せ
し

め
穴
。

ロ
ン
ド

ン
の
港
務
部
は
救
助
作
業
を
行

ひ
π
る
も
失

敗

に
露

し
π
。
九
月
九
日

に
至

つ
て
、
本
船

の
後

部
は
破
壊
し
π
。

か
く

て
救
助

の
見
込
が

な
く
な
b
、
船
禮
は

放
棄

さ
る

＼
に
至

つ
π
。
然

る
に

一
九

一
七
年

六
月

に

ロ
ン
ド

ン
港
務
部
は
本
船

の
監
理

に
要

し
カ
る
費
用

と
し

海
上
相
互
保
瞼
論

一
八

一



商

學

討

究

第
三
巻

(
上
)

一
八
二

て

一
、
六
六
六
膀

一
二
志

一
片

の
支
佛

を
船
主

に
要

求
し
π
。
ま
尤
救
助

さ
れ
π

る
貨

物

の
純
手
取
金
は
入
五
四

膀

で
あ

つ
尤
。
而
し

て

一
九

U
=

年

二
月

ロ
ン
ド

ン
港
務
部

は
あ

る
救
助
會
肚

に
劉

し

て
、
本
船

の
残
骸
除
去

を

三
、
五
〇
〇
膀
に
て
請
負

は
し

め
π
。

而
し
て
、
ク
ラ
ブ

の
支
彿

ひ
π
る
金
額

合
計

は
六
、
四
三
三
膀
六
志

四
片

で
あ

つ
π
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

=
、
相
互
保
瞼
組
合
が
行
ふ
損
害
填

補

の
主
π

る
場
合
及
び
其
實
例
を
畢
ぐ
れ
ば
左

の
如
く
で
あ

る
。

↓

航
海
上

の
過
失
以
外
を
原

因
と
す

る
貨
物

の
船
積

、
運
逡
、
陸
揚
叉
は
引
渡

に
關
し

て
生
じ
虎
る
損

害
。
即

ち

ク
ラ

ブ
は
其
加

盟
船
主

の
使
用
人
叉

は
代
理
人

の
過

失
叉

は
怠
慢

に

つ

い
て
其
主

人
を
保
護
す

る
の
で
あ

る
。

養

例
〕

此
例
は

一
九

二
〇
年

入
月

、

ニ
ユ
ー

ヨ
ー
ク
か
ら

ア

ン
ト
ワ

ー
プ
に
航
海

せ
る

ヘ
ス
チ

ヤ
ー

(
寓
9
巴
6
『

三
、
○
〇

六
噸
)
に
關

す

る
の
で
あ

る
。

本
船

は
七

月

一
七
日
に
出
帆
し
、

ア

ン
ト
ワ

ー
プ
に
向
け
て
非
常

な
る
難
航
を
績

け
だ
。

而
し

て
、
入
月

一
日

以
來

、
冷
藏

室
内

の
温
度

は
高
ま
う
、
殊

に
…機
關

に
近
き
中
甲
板
第
三
室
内

の
そ
れ
は
甚

し
か

つ
π
。
即
ち
此
室

に
て
は
歎

日
に
亙

つ
て
華
氏

四
+
度

を
超
過
し

た
。
さ
れ
ば

、
貨

物
を
陸
揚

げ
し
π
る
際
に

、
荷
受

人
尤
る

ベ
ル

ギ

ー
國
政
府

は
損
害

賠
償
を
請

求
し

、
司
法
鑑
定
入
は
實
地
槍
謹
を
行

つ
尤
。
而
し

て
、
鑑
定
人
等
は
、
肉
類

の

腐

敗
は
高
温

に
原
因
す

る
が
、
其
高
温
は
分
離
装
置

の
欠
陥

に
基
づ
く
も

の
で
あ

う
、
而
し

て
同
装
置
は
襲
航
前



に
取
換

ふ
べ

か

b

し

竜

の
で

あ

る
、
と
結
論
し
虎
。
ま

π
、
彼
等
は
冷
凍
装
置
そ

の
も
の
に
は
欠
陥
な
く
且

つ

肉
類

は
適
當

に
積
込
ま

れ
、
且

つ
そ

の
船
積

み
前
に
各
鐵
管

内

の
循
環

の
調
節

に

つ
い
て
も

一
切

の
必
要
な
る
手

段

を
講

じ
π
と
報
告

し
尤
。

而
し

て
肉
類

の
損
害
額

は
二
、

二
入
七
、

一
一
四
法
に
達

し
カ
。
裁
判
所
は
鑑
定

人

の
意
見
に
基

い
て
、
船

舶
に
翻
し

て
不
利
な
る
判
決
を
下
し

π
。
控
訴
院

も
亦
此
判
決
を
認

め
π
。
し

か
も
此
剣

決
は
事
實

問
題

に
關
す

る
を
以
て
之
を
上
告

し
得
な
か

つ
π
。

而
し

て
控

訴
院
が

か
く

の
如
き
割
決
を
下
し

π

る

は
、
船
主

が
相
當

な

る
注
意

を
用

ひ
π

る
こ
と

の
謹
明
を
爲
し
得

ざ
る
事
實

に
立
脚
し
π

の
で
あ

る
。

而
し

て
、
ク
ラ
ブ
の
規

則
に
よ
れ
ば

、
其
加

入
者

の
過
失
叉
は
故
意

を
立
謹

し
得

ぎ

る
限
b
損
害
填
補

の
要

求

を
拒
絶
し
得
な

い
こ
と

に
な

つ
て

ゐ
る
。
結
局
、
ク
ラ
ブ
は
船

主

に
劃

し

て

一
七
、
五
〇
〇
膀
を
支
彿

ふ
と
云

ふ

饗
協

が
成
立

し
π
。

ゴ

陸
揚
貨
物

の
歎
量
超
過
叉

は
不
足

、
密
輸
出

入
叉
は
移

民
法
違
反
其

他

に
關

し
て
政
府
叉

は
官
磨
が
徴
牧

す

(る
罰
金
。

〔實
例
〕

此
例
は

一
九

二

一
年
入
月

バ
ル
セ

ロ
ナ
に
於

て
、
税
關

か
ら
罰
金

を
課
せ

ら

れ

た

る

ア

ミ

ル

(
》
∋
冒

五
三
入

噸
)

に
關
す

る
も

の
で
あ

る
。

本
船
が

フ
ラ

ン
ス
か
ら

バ
ル
セ

ロ
ナ

に
到
着

し
π
る
際

に
、
税
關

の
役
人

が
之
を
臨
槍

し
て
、
多
量

の
葉
巻

煙

海
上
相
互
保
瞼
論

一
八
三



商

學

討

究

第
三
巻

(
上
)

一
八
四

草
と
絹
製
品
が
積
荷
目
録
に
記
載
さ
れ
ず
に
あ
る
こ
と
を
登
見
し
た
。
而
し
て
、
船
長
が
之
を

ス
ペ
エ
ン
國
に
密

輸

入
せ
ん
と
し
π
之
と
が
明
か
に
な

つ
カ
。
役
人
は
此
等
の
商
品
を
没
牧
し
π
上
に
最
も
嚴
重
な
る
罰
金
を
課
し

π
。
即
ち
、
其
轍
入
税
額
の
三
倍
な
る

一
〇
入
、
○
○
○
ペ
セ
タ
の
罰
金
を
課
し
だ
の
で
あ
る
。
而
し
て
役
人
は

船
長
を
相
手
取

つ
て
其
支
彿
を
求
む
る
爲
め
訴
訟
を
提
起
し
π
が
、
船
長
に
は
支
彿
能
力
が
な
か

つ
π
。
然
る
に

ス
ペ

エ
ン
國

の
法
律
に
よ
れ
ば
、
船
長
が
罰
金
を
支
彿
ふ
能
は
ざ
る
と
き
は
、
船
主
は
之
に
つ
い
て
責
任
を
負
は

ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
船
主
は
控
訴
し
た
。
そ
し
て
、
銀
行
の
保
謹
状
を
提
出
し
た
が
、
何
等
得
る
所
が
な

か

つ
π
。

マ
ド
リ
ツ
ド
駐
在
の
自
國

の
大
使
を
煩
は
し
た
が
、
之
も
何
等
の
効
果
も
な
か

つ
カ
。
鼓
に
於

て
、
船

主
は
船
長
及
び
高
級
船
員
を
解
雇
し
、
此
事
件

に
つ
い
て
は
絶
封
に
自
分
は
善
意
で
あ

つ
控

こ
と
、
及
び
自
分

の

船
舶
は
未
だ
か

っ
て
此
種
の
建
反
を
爲
さ
ず
、
從

つ
て
庭
罰
せ
ら
れ
た
る
乙
と
な
き
旨
を
立
謹
し
て
、
自
分
の
支

彿

ふ
べ
き
罰
金
に
劃
す
る
填
補
を
保
瞼
組
合
に
請
求
し
尤
。

ク
ラ
ブ
は
右
の
請
求
を
承
認
し
て
、
其
請
求
額
即
ち
三
、
五
六
二
膀

一
七
志
七
片
を
支
彿

つ
π
。

ヨ

ペ
ス
ト
其
他
の
傳
染
病
の
襲
生
に
よ
つ
て
生
ず
る
臨
時

の
諸
費
用
。

此

の
費
用
に
つ
い
て
は
實
例
を
あ
ぐ

る
ま
で
も
な
く
、
何
人
も
之
を
了
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

四

船
舶

の
共
同
海
損
、
救
助
料
、
損
害
防
止
費
用

の
分
憺
額

。

(



普
通

の
船
舶
保
瞼
謹
雰

を
以

て
船
舶
が

保
瞼

さ
れ
π
る
揚
合

に
於

て
、
右

の
分
澹

額
は
船
舶
保
瞼
者

の
支
彿

ふ

所

の
も

の
で
あ
る
。
然
し
乍

ら
、
船
舶

の
保
瞼
慣
額
と
共

同
海
損
精
算

の
際

に
定

め
ら

る

＼
船
舶

の
債
額
と

が
、

同

一
で

な

い
こ
と
が
あ

る
。
而
し

て
、
後

者
が
前
者

よ
う
大
な
る
と
き

は
、
船
舶

の
分
澹

額

の

一
部

の
み
保
瞼
者

の
負
憺

と
な
り
、
他
の
部
分
は
船
主

の
負
憺

に
蹄
す

る
の
で
あ

る
。

而
し
て
ク
ラ
ブ
は
此

の
船
主

の
負
憺

部
分

を

填
補
す

る
の
で
あ

る
。
然
し
乍

ら
、
鼓

に
注
意

す
べ
き
は
、
保
瞼
償
額
を
な
る
べ
く

少
額

に
定

む
る
船
主

は

ク
ラ

ブ
よ
う
多
額

の
填
補
を
受
く

る
結
果
と
な

る
と
と
是

で
あ

る
。
之
を
避
く

る
駕

め
ク
ラ
ブ

の
委
員
會

は
、
其
船
舶

が

充
分

に
保
瞼
さ
れ

て
ゐ
π
か
否
か
を
判
定
す

る
権
能

を
賦
與

さ
れ
、
此
例
定

に
從

つ
て
ク
ラ
ブ
の
墳
補
額
が
定

ま

る

の
で
あ

る
。

此
等

の
問
題

に
關

す

る
實
例

は
遺
憾
乍
ら

、
私

の
手
許

に
な

い
。

凶

以
上

に
列
畢
し
π

る
も

の
以
外

の
臨
時
費
用
叉
は
損
害

に
し
て
、
之
を
填
補

す
る

こ
と
は
、
相
互
保
険
組

合

(の
趣
旨

に
合
致
す

る
と
委
員
會

が
認

め
π

る
も

の
(註
)。

〔實
例
の
ロ

此
例
は

一
九

二
〇
年

+
二
月

、
ず

ン
フ
ラ

ン
シ
ス

コ
か
ら

ハ
ヴ

ア

ナ
に
航
海
せ

る
ア

ル
ヴ
ア
ラ
ド

(
≧

<
。
『巴
ρ

二
、
〇
五
三
噸
)
に
關
す

る
も
の
で

あ
る
。

本
船

は

ハ
ヴ
ァ
ナ

に
て
引
渡
す

べ
く
罐

詰
を
積
取

つ
π
。

而
し

て
、
船
荷
謹
劣

に
は
荷
逞

人
又

は
荷
受

人

の
危

海
上
相
互
保
瞼
論

一
八
五
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一
八
六

瞼
及
び
費
用
に
於
て
、
本
船
は
其
荷
物
を
艀
舟
に
積
卸
す
こ
と
を
得
べ
き
條
項
が
あ

つ
た
。
然
し
乍
ら
、
船
積
の

際
に
船
主
は
其
荷
物

の
あ
る
分
量
だ
け
は
埠
頭
に
陸
揚
げ
す
べ
き

こ
と
を
承
諾
し
、
π

讐
も
し
除
地
な
き
場
合
に

限
う
之
を
艀
舟
に
積
移
し
、
其
費
用

は
自
ら
負
憺
す
べ
く
且
つ
此
事
項
に
つ
い
て
は

一
切
責
任
を
負
は
ず
と
表
明

し
カ
や
う
で
あ
る
。

ハ
ザ
ァ
ナ
に
到
着
し
π
る
際
に
は
、
港
に
除
地
な
く
、
從

っ
て
船
主
は
艀
舟
上
に
て
引
渡
す

爲

め
に
艀
舟
業
者
と
契
約
を
結
む
だ
。
當
時
は
雨
季
で
あ

つ
π
が
、
船
主
は
貨
物
を
保
護
す
る
に
足
る
だ
け
の
雨

被

ひ
を
用
意
し
な
か

つ
π
爲
め
、
引
渡
前

二
ヶ
月
間
、
貨
物
は
艀
舟
上
に
て
雨
に
さ
ら
さ
れ
π
。
舷
に
於
て
、
荷

逡
人
は
荷
不
足
と
、
損
傷
を
理
由
と
し
て
多
額

の
損
害
賠
償
を
請
求
し
π
。
之
に
封
し
船
主
は
船
荷
謹
券

の
條
項

を
探
用
し
た
。
然
し
乍
ら
、
雨
者
は
要
協
し
て
結
局
入
、
ニ
ニ
六
膀
七
志
二
片
を
授
受
し
、
事
件
は
落
着
し
た
。

此
委
協

に
よ
つ
て
船
主
は
荷
主

の
損
害
の
五
〇
%
を
負
憺
し
だ
の
で
あ
る
。

而
し
て
、
ク
ラ
ブ
は
雨
季

の
陸
揚
及
び
其
陸
揚
中
に
於
け
る
荷
物
の
保
護
不
完
全
に

つ
い
て
は
、
船
舶
側
に
怠

慢
が
あ

つ
π
も
の
で
あ
う
、
從

っ
て
ク
ラ
ブ
に
も
填
補
責
任
が
あ
る
と
認
め
て
、
四
、
O
O
O
膀
支
彿
ふ
こ
と

＼

し
π
。

〔實
例
の
二
〕

此
例
は

エ
ラ
ラ
イ
ン

(固
巨
ぎ
・
)
に
關
す
る
も

の
で
あ
る
。

本
船
は

一
九
〇
六
年
の
建
造
に
係
る
も

の
な
る
が
、

一
九

一
九
年
頃

ロ
イ
ズ
に
依

つ
て
十
ニ
ケ
月
間
保
瞼
さ
れ



◆

`

禿
。

而
し
て
、
其

保
瞼
謹
雰

に
は
、
次

の
如
き

イ

ン
ス
テ
イ
テ

ユ
ー
ト

・
タ
イ

ム

・
ク

ロ
ー
ズ
が
挿

入
し
て
あ

つ

π
。即

ち

「
船
膿
又
は
機
關

の
隠
れ
カ
る
暇
疵
に
原
因
す

る
船
燈
又

は
機
關

の
損
害

を
填
補
す

る
、
但
し
そ

の
損
害

が
船
主

の
相
當
な
る
注
意

の
欠
略
に
よ
り
た

る
と
き

は
此

の
限
う

に
非
ず
」

と

い
ふ
約
款
が
あ

つ
π

の
で
あ

る
。

而
し

て
、

一
九

一
九
年

三
月
船
舶
が
龍
骨
槍

査
を
受
く

る
儒

め
入
渠

し
カ
る
際
に
、
船
尾
材
に
裂
傷

あ

る
こ
と

が
襲
見

さ
れ
、

ロ
イ
ズ
の
技
師
は
、
其

の
使
用

に
耐

え
ざ
る

乙
と
、
並

に
其

の
裂
傷
は
明
瞭

な
る
蝦
疵

に
し
て
隠

れ
π

る
も

の
に
非
ず
と
主
張

し
尤
。
舷

に
於

て
船
主

は
保
瞼
者
を
相
手
取

つ
て
、
船
尾
材

の
取
換
費
用

の
墳
補
を

求

む
べ
く
訴
訟
を
提
起

し
完
。
然

る
に
、
判
事

ス
ク
ラ

ツ
ト
ン
氏

は
船
尾
材
鋳

造
の
際

に
表
面

に
敏
黙
が

現
は
れ

π

る
を
以

て
、
其
敏
陥

を
巧

に
補
充
し

、
鋳

造
上

の
敏
熱
を
陰
蔽

し
た
る
を
以

て
相
當

の
注
意
を
以

て
す

る
も
今

日
ま
で
磯

見
し
得

ざ
う
し
竜

の
と
認
定

し
た
。

而
し

て
、
此

の
理
由

に
よ

つ
て
保
瞼
者

に
有
利
な
る
判
決

を
下
し

π
。
控
訴
院
も
亦
同
じ
意

見
だ

つ
尤
。
蝕

に
於
.て
船
主

は
ク
ラ
ブ

に
封
し
取
換

の
費
用

を
請
求
し
カ
。
然

る
に
、

か

㌧
る
事
件
は
極

め
て
稀
な

る
を
以
て
、
論
箏
が
重
ね
ら
れ
π
。
然

し
乍

ら

、
結
局

ク
ラ
ブ
は

一
.、
五
〇
〇
膀
を

支
佛

っ
π
。

(註
)

胃

国
。ぎ
碧
矯
国
碧
身

od
8
犀
貯

。。窪
℃
。壽
臼
加
碧
負
寓
遺
。3

℃
.
。。Q●

海
上
相
互
保
険
論

一
八
七
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八
八

以
上
は
多
藪

の
保
瞼
組

合

の
主
π
る
業
務

に
封
す

る
解
説
で
あ

る
が
、
蝕

に
特

に
注
意

す
べ
き

こ
と

は
、
相
互
組

合
が
保
瞼

金
を
支
彿

ふ
に
當

つ
て

フ
ラ

ン
チ

ャ
イ
ズ

(
免
責
歩
合
)
を
設
け

て
る

ゐ
こ
と
で
あ

る
。

而
し

て
其
内
容

は
組
合

に
よ

つ
て
異
う
、
ま
π
組
合
員

の
國
籍

に
よ

つ
て
異

つ
て
ゐ
る
が

、
主
と
し

て
保
険

さ
れ
カ
る
危
瞼
に
よ

つ

て
異

つ
て
ゐ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

即
ち
普
通

の
組

合
は
保
護
及

び
墳
補

の
請

求
額
か
ら

一
〇
膀
を
控
除

す
る
が
、
人

の
死

亡
又
は
傷
害

に

つ
い
て
は

免
責
規
定

が
な

い
。
ま
た

、
荷

不
足
、
運
邊
品

の
持

ち
越
し
、
汽
罐

の
磯
熱
若
く
は
損
敗

し
易
き
物
品
を
不
適
當

に

積
込

み
カ

る

こ
と
等

に
原

因
す

る
損
害

賠
償
請
求
に

つ

い
て
は
四
〇
膀

を
控
除
す
る
が

、
登
簿
噸
数

一
、
六
〇
〇
噸

以

下
の
船

舶
に

つ

い
て
は
、
其

一
噸
に

つ
き
六
片

を
差

引
く
と
定

む

る

も

の
が

あ

る
。

而
し
て
免
責
黙

に

つ
い
て

は
、
リ

ヴ

ア

プ

ー

ル

の
諸

組
合
は

、
著
し
き
例
外

を
成
し

て
ゐ
る
。
即
ち

、
有
色

人

の
船

員
叉
は
少
年

者

の
死
亡

叉

は
傷

害

に
封

し
て
は
、

一
〇
膀
以
下

の
請

求
に
慮

せ
ず

、
自
色

人
船
員

に

つ

い
て
は
、
五
〇
膀
未
満

の
請

求
に
慮

じ
な

い
。
ま
π

、
そ
れ
以
外

の
人

々
に
關

し
て
は
、

一
〇
〇
膀
以
下

の
請
求
を
拒
絶
す

る
。
ま
π
、
巡
同
航
侮
に
於

て
、
貨

物

に
生
じ
π
る
損
害

に

つ
い
て
は
、
填
補
請

求
額
か
ら

五
〇
〇
膀

を
控
除

し
、
且

つ
そ
の
航

海

の
各
中
間
陸

揚
港

に
於

け
る
貨
物

の
損
害

に

つ
い
て
は
、

二
五
〇
膀
を
差

引
く
と

の

こ
と
で
あ

る
。

ま

尤
、
船
主

の
國
籍

に
依

つ
て
、

フ
ラ

ン
チ
ヤ
イ
ズ
の
異

る
例

は
、
米
國
船
主

に
封
し

て
之
を
見

る
。
即
ち
、
人



の

の
死
亡
又

は
傷

害

に

つ
い
て
は
、
米
國
船
主

に
劃
し

て
は
、
五
〇
〇
弗
叉

は
そ

れ
以
上

の
免
責
規
定
が
設
け
ら
れ

て

ゐ
る
。

こ
れ
、
蓋

し
、
米
國

に
於

て
は
、
右

の
如
き
事

故

の
登

生
し
カ
る
揚
合

に
、
船

主
は
非
常

に
多
額

の
損
害
賠

償

金
を
支
彿
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ

る
が
故
で
あ

る
。
な
ほ

、
貨
物

の
種
類

に
よ

つ
て

フ
ラ

ン
チ
ャ
イ
ズ
が
異

る
と

の
こ

と

で
あ

る
。

か
く

の
如
く

、
種

々
の
事
情

に
鷹

じ

て
、

7
ラ

ン
チ

ヤ
ィ
ズ
が
増
減
す

る
所
以

は
、
各
船

主
即
ち
組
合
員
間

に
公

準
卒
等

の
原

則
を
確
立
せ
ん
と
す

る
に
外

な
ら

な

い
乙
と
勿
論
で
あ

る
。

乙
、
保
瞼
組
合

の
多
歎

に
土
ハ通

し
且

つ
其
重
要
な

る
業
務
は
前
述

せ
る
所

の
如
く
で
あ

る
。
次

に
組
合

の
あ

る
も

の
、
み
が
行

ひ
叉
は
多
数

の
組
合
が
副
業
的

に
行

ひ
つ
＼
あ

る
竜

の
を
列
畢

し
や
う
。

圃
、
小

損

害

普
通

の
船
舶

保
険
…謹
雰

に
は
所
謂
免
責
約
款

(
メ
モ
ラ

ン
ダ

ム
)
又

は
イ

ン
ス
テ
イ

チ

ユ
ー
ト
・
タ
イ

ム
・
ク

ロ

ー
ズ
が
挿

入
さ
れ
て

ゐ
る
結
果
と

し

て
、
船
主

は
三
%

以
下

の
輩
猫
海
損

に

つ
い
て
は
墳

補
を
請
求
し
得

な

い
の

で
あ

る
。
然

る
に
、
此

の
歩
合

は
決
し

て
高
率
で

は
な

い
が

、
近
世

の
高
慣
な

る
船
舶

に

つ
い
て
は
嶺

補
せ
ら

れ

ざ
る
輩
濁
海
損

額
は
、
か
な
う
大
き
な
金
額

に
達
す

る
の
で
あ

る
。
從

つ
て
、
此

の
歩
合

(
フ
ラ

ン
チ

ヤ
イ
ズ
)

に
達

せ
ざ
る
小
損
害

に
し

て
、

一
%

叉
は

一
定

の
金
額
を
超
過
す

る
も

の
を
相

互
的

に
分
指

す
る

こ
と
を
主
な
る

海
上
相
互
保
瞼
論

一
八
九
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九
〇

目
的
と
し

て
設
立
さ
れ
虎
る
ク
ラ
ブ
が
あ

る
。
之
を
小
損
害

ク
ラ
ブ

(〉
ヨ
ρ
=
U
騨
ヨ
品
・
Ω
&
)

と

云
ふ
。
而
し

て
、
こ
の
ク
ラ
ブ
は
船
舶
坐
礁
中

、
修
繕
中
叉

は
使
用

不
能
な

る
揚
合

に
於

け
る
船
員

の
給
食
料
及

び
船

舶
が

土

地
と
衝
突

し
で

も
、
其
衝
突
が

坐
礁
と
見
倣

さ
れ
ざ

る
揚
合

に
生

じ
π

る
損
害
等
を
竜
負
憺
す

る
(註
)。

(
註

)

}
コ

g

筍

8

竃

碧

甘

o

冒

m
霞

節
g

ρ

ω
6
9

.
◎q
h
.

二
、
職

孚

危

瞼

船
舶

に
關

す
る
職

箏
危
瞼

は
、
ク
ラ
ブ
が
負
憺
す

る
を
普
通
と
す

る
。
何
故
な

れ
ば
、
普
通

の
保
瞼
謹
雰

に
は

職
孚
危
瞼
除
外
條
項

(悶
・
6
・
卿
Q∩
・
∩
冨
=
u噂o)
が
あ

る
か
ら
で
あ

る
。
尤
も

、

ロ
イ
ズ
及

び
保
瞼
會
肚
は
屡

々
此
約

款

の
除
外
す

る
危
瞼

を
引
受

け
る
の
で
あ

る
。
然

し
乍

ら
、
職
孚

危
瞼

を
相
互
主
義

に
基

い
て
負
憺

す
る
組
合
が

設
け
ら
れ
て
あ
う
、
此
種

の
保
瞼

の
大

部
分

は
、
此
等

の
組
合

の
業
務
と

な

つ
て

ゐ
る
。

此
業
務

に

つ
い
て
最
も
顯
著

な
る
も
の
は

,
世
界

の
大
職

に
於
け
る
職
孚
危
瞼

で
あ

る
へ註
)。
即
ち

一
九

一
四
年

入
月
か
ら

一
九

一
七
年
入
月
ま
で
満

三

ヶ
年

間
、
英
國
船

舶

の
殆
ど
全
部

に
關
す

る
戦
箏

危
瞼

は

ロ
ン
ド

ン
、

リ

ヴ
ア
プ

ー
ル
及
び

ニ
ユ
ー
カ
ッ

ス
ル
に
各

々
其

の
本
部
を
有
し
π
る
三
個

の
保
瞼
組
合

の
團
禮

に
よ

つ
て
、
引
受

け
ら
れ
た

の
で
あ

る
。
か
く

て
、
其

の
保
瞼
金
額

は
約

二
億

五
千
萬

確

に
達

し
だ

の
で
あ

る
。
而
し

て
、
保
瞼
金

支
彿
高
が
牧

入
保
瞼
料
を
超
過

せ
る
場

合
、
即
ち
組
合

に
敏
損

を
生
じ
π

る
と
き

は
、
保
瞼

金
額

に
比
例
す

る
醸



金
を
爲

さ
し

め
π

の
で
あ

る
。
勿

論
、
此

の
背
後

に
は
英
國
政
府

が
あ

つ
て
、
組
合

の
引
受
額

の
入

○
%
を
自
ら

引
受
け
カ

の
で
あ

る
。

(註
)

犀

鵠
〇一ヨ
碧
"
即
o毒
o
山o
島
。津
ヨ
9。「一島
ヨ
0
8
§
窟
閥ρ
や

⇔.

三
、
運
賃
及

び
デ

マ
レ
ー
ヂ

に
關
す

る
訴
訟

運
賃
契
約
叉
は
傭
船
契
約
を
爲
し
た

る
揚
合

に
、
船
主

は
運
逸
賃

、
傭
船
料
叉
は
デ

マ
レ
ー
ヂ
に

つ
き
訴
訟
を

起

し
又

は
訴
訟
せ
ら

る

＼
こ
と
が
あ

る
。

而
し

て
、
そ

の
訴
訟

の
費

用

は
、
か
な
う

の
多
額

に
上
る

こ
と
が
少
く

な

い
。
然

る
に
、
此

の
種

の
業
務

を
專
門
的

に
行
ふ
ク
ラ
ブ
が
あ

つ
て
、
そ

の
加

入
船
主

の
爲

め
に
訴

訟
を
行

つ

て
ゐ
る
。

四
、
抑

留

種

々
の
理
由

に
よ

つ
て
船

舶
は
蓮
航

し
得
ざ
る

こ
と
が
あ

る
。
例

へ
ば

坐
礁

し
叉

は
沈
没
し
π
る
揚

合
、
又

は

修
繕
を
要
す

る
時

、
機
關

の
破
壊

、
官
憲

に
抑
留
せ
ら
れ
π
る
時
若
く
は
損
傷

を
被

う
π
る
駕

め
氷
結

せ
ら
れ
た

る
と
き

の
如
き

揚
合

に
於

て
は
、
船
舶

は
運
航
し
得
ず

、
從

つ
て
船
主
は
不
慮

の
損
害

を
う
け

る
。
此
損
害

を
相

互
的

に
分
指

す
る
爲

め
の
保
瞼
組
合
が
あ

る
と
云
ふ
(註
)。

(
註

)

卜
旨
o
巳
山

o
昌

寓
貧
ぽ
o

H
島

震
斡
g

ρ

ω
8
件

o◎
目
・

海

上

相

亙

保
隙

論

一
九

図
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五
、
新
奮
交

換
費

普
通

の
海

上
保
瞼
謹
雰

の
下

に
於

て
、
船
主
は
船
舶

の
修
繕
費

に

つ
き

保
瞼

者
よ
b
填
補
を
う
け
得

る

の
で
あ

る
。
然

し
乍

ら
、
其
費
用

の
全
額

を
支
彿

は
し
む
る
を
得
な

い
乙
と
が
普
通
で
あ

る
。
即
ち
保
険
者
は
其
修
繕
費

か
ら
新
奮
交

換
費
と
稻

し
て
其
三
分

の

一
叉
は
六
分

の

一
を
控
除

し
π
る
金
額

の
み
を
支
彿
ふ
の
で
あ

る
。

乙
の

船
主

の
負
憺

部
分
尤
る
三
分

の

一
乃
至
六
分

の

一
を
分
憺

す
る
爲

め
の
保
瞼
相
互
組

合
が
設
け
ら
れ

て
ゐ
る
。

六

、
普
通
保
瞼
者
と
同

一
な

る
業
務

保
瞼
組
合

の
う
ち

に
は
、

ロ
イ
ズ
其
他

の
普
通

保
瞼
謹
雰
と
同

じ
條
件

に
て
保
瞼
す

る
も

の
が
あ

る
。
た

ビ

ロ

イ
ズ
謹
雰
上

の
メ

モ
ラ

ン
ダ

ム
と
異

つ
て
其
歩
合
は
三
%
で
は
な
く

、

一
%
又
は
船
舶

総
噸
歎

に
劃

し
、

一
噸
に

つ
き
三
志
と

定
め
、
若
く
は

一
定
金
額
例

へ
ば
五
〇
〇
膀
以
下

の
軍
濁
海
損

は
負
憺

せ
ず
と
定

め
π
る
謹
雰

を
用

ふ
る
と

の

乙
と
で
あ

る
(註
)。

(註
)

》
「8
巳
島
8

§
ユ
器

H霧
目
p零
ρ
留
o戸
◎◎い.

七

、
運

賃

相

互
組
合

の
5
ち

に
は
蓮
賃

の
保
瞼
を
行

ふ
竜

の
が
あ

る
。
此

保
瞼

に
於

て
は
事
實
上
被
保
瞼
利
盆

の
存
す
る

と
き

は
勿
論

、
之
な
き
場

合

に
於

て
も
、
船
舶

の
全
損
を
條
件
と

し
て
、

一
定

の
金
額
を
支
佛

ふ

こ
と
を
約
す

る



も
の
が
あ
る
。
か
＼
る
約
束
を
含
む
保
瞼
謹
劣
は
賭
博
保
瞼
謹
雰
と
言
は
ね
ば
な
ら
漁
。

X

X

X

以
上
は
海
上
相
互
保
瞼
組

合

の
業
務
で
あ

る
が
、
此
等

の
組

合
は
其
組
合
員
が
船
主
な
る

の
み
な
ら
ず

、
此
等

の

組
合

に
於

て
船
主
が
密
接

に
結

び
付
け
ら
れ

て
ゐ
る
の
で

、
組
合
は
保
瞼
以
外

の
事
項

に

つ
き

、
船
主

に
共
通

な

る

利
害
問
題
を
討
究

し
、
其
樹
策

を
講

じ
て
ゐ
る
。

即
ち
、
船
舶
業

に
關
係
あ

る
内
外

の
注
規

に
反
劉
し
、
ヌ
は
海
運

業

に
重
大
な

る
利
害
關
係

を
有
す

る
訴
訟
に
關
與
す

る
の
で
あ

る
。
而
し

て
此
等

の
組
合

の
威

信
は
廣
く
認

め
ら
れ

て

ゐ
る
。
此
黙

に
つ

い
て
、
か

つ
て
、

フ

エ
ァ

・
プ

レ
ー
の
記
者

は

「
ク
ラ
ブ
は
世
界

の
海
商
諸

國
に
行
は
れ

て
ゐ

る
法
律
制
度
及

び
諸

港

の
慣

習
を
ば
、
絶

え
ず
取

扱
は
ね
ば
な
ら
な

い
。

而
し

て
、
此
等

の
ク
ラ
ブ
の
勢
力

は
、
世

界

の
隅
か
ら
隅
ま
で

、
知

れ
渡

つ
て
ゐ
る
、
棲
π
奪

重
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
言

つ
て
ゐ
る
。

か
く

の
如
く

、
ク
ラ
ブ
自
ら
直
接
的

に
船
主

に
共

通
な
る
問
題

に
關
與

す
る
外
、
他

の
海
事
團
膿

に
大
な

る
援
助

を
與

へ
て
ゐ
る
。

即
ち

、
船

員

の
雇
傭
及

び
災
害
手
當
等

に

つ

い
て

生

ず

る

問
題

に
は
、
主
と
し

て
海
蓮
聯

合
會

(ω
ず
一℃
℃
一昌
σq
閃
o
飢
O
「拶
江
O
昌
)
が
、
其
樹
策

を
講
ず

る
の
で
あ
る
が

、
此

の
會

の
維
持
費

は
、

ク
ラ
ブ
が
保
瞼
料

を
徴
牧

す

る
際

に
、
其
加

盟
船
主

か
ら
徴
牧
せ
る
會
費

よ
b
成

る
の
で
あ

る
。
ま

尤
、
立
法
的
及

び
國
際
的
問
題

に

つ

い
て

船
主

防
護

の
任
に
當

る
も

の
は
海

蓮
集
會
所

(∩
訂
ヨ
σ
Φ
「
。
、
Q。
窪
℃
℃
言
σq
)
で
あ

る
が
、
此
も
亦

、
ク
ラ
ブ

の
援
助

を

海
上
相
互
保
瞼
論

一
九
三
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受

け
て
ゐ
る
。

而
し

て
、
此

二
つ
の
重
要

な
る
團
禮

の
執
行

委
員
會

の
全
員

は
、

い
つ

れ
か
の
ク
ラ
ブ
の
委
員
會

の

一
員
と

な

つ

て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
思

ふ
に
、
英
國

の
船
主

が
世
界
的
に
最
も
強
固
な
る
團
髄
力

を
有
す

る
所
以

の

一
つ
は
、
保
瞼

組
合

の
内
部

に
於

て
、

ゐ
互

に
固
く
結

び
付
け
ら
れ

て
ゐ
る
が

た
め
で
あ
ら
う
。

回

 

前
述
せ
る
が
如
き
重
要
な
る
業
務
を
螢
み

つ
㌧
あ
る
英
國
の
相
互
保
瞼
組
合

の
組
織
及
び
其
経
管
方
法
は
如
何
。

す
で
に
述

べ
π
の
が
如
く
、
組
合
に
も
多
種
多
様

の
竜
の
あ
る
を
以
て
、
此
等

の
黙
に
つ
い
て
は
、
有
力
な
る
組
合

に
共
通
な
る
事
項
を
考
究
す
る
に
止
め
や
う
。

言
ふ
ま
で
も
な
く
、
組
合
は
船
舶
を
相
互
保
瞼
に
附
し
π
る
船
主
を
組
合
員
と
し
て
成
立
す
る
。
而
し
て
、
此
等

の
組
合
員
は
若
干
の
委
員
を
選
定
し
委
員
會
を
組
織
せ
し
む
る
。
普
通
に
は
、
比
較
的
多
歎

の
船
舶
を
所
有
す
る
者

が
委
員
と
な
る
。
其
の
上
に

一
名

の
組
合
長
が
あ
わ
、
且
つ
事
務
を
虜
理
す
る
爲

め
に
秘
書
役

一
名
を
ゐ
く
。

右

の
う
ち
、
委
員
會
が
極

め
て
重
要
な
る
任
務
を
帯
び
て
ゐ
る
こ
と
は
前
節
に
引
用
し
た
る
諸
事
件
に
於
て
、
容

易

に
之
を
知
う
う
る
は
ず
で
あ
る
。
此
の
會
は
二
ヶ
月
に

一
同
づ

＼
會
合
し
て
、
損
害
填
補
の
請
求
を
腱
理
し
、
且



つ
各
組
合
員

の
支
彿

ふ
べ
き
醒
金
額

及
び
其
納
付
期

日
を
決
定
す

る
。
ま
尤

、
保
瞼
問
題

に

つ
い
て
は
、
大
小

の
微

妙
な

る
問
題
が
起
う
易

い
の
で
あ

る
か
ら
、
組

合
長

及
び
秘
書
役

竜
極

め
て
有
能

な

る
海
事
通
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
從

つ
て
、
組
合
長
に
は
、
か

つ
て
海
事
協

同
會
と
か
又
は
海
蓮
集

會
所

と

か
の
総
裁
π
う
し
名
望

及

び
経
験
に

於

て
映
く

る
所
な
き

人
材
が
選
ば
れ

る

こ
と

を
常
と
す
る
。
而
し

て
、
秘
書
役
と
し

て
最

も
令
名

を
馳
せ
π
者

は
、

世
界

の
海
運
界

に
か
く
れ
な
き

ず

ー

・
ノ
ル

マ
誘

・
ヒ
ル
で
あ

る
。

次

に
、
組

合
員
尤
ら
ん
と
欲
す

る
場
合

の
手
績

を
見
る
に
、
そ

は
極

め
て
簡
輩
で
あ

る
。
即
ち
保
険

に
附
す

べ
き

船
舶

の
状

況
を
記
載

し
カ

る
書
面
を
以

て
申
込
を
駕
す
。

而
し

て
、
も
し
組
合

の
重

役
が
之
を
承
諾
す

る
な
ら
ば
、

重
役

に
劃
し

て
船
主

は
自

己

の
姓
名

を
組

合
員
表

に
、
其
保
瞼

を
保
瞼
原
簿

に
記
載
す

べ
き
権
能
を
與

ふ
る
を
以

て

足

る
の
で
あ

る
。

組

合
員

の
資

格
は
保
瞼
期

間
と
絡
始
す

る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が

、
其
保
瞼
ぽ
期

間
保
瞼

π
る
を
普
通
と
し

、
二
月

二
十

日
正
午

(
グ

リ
ン

ニ
ッ
チ
標
準
時

に
よ
る
)
か
ら
翌
年

の
同
月
同

日
同
時

刻
懐
で

一
ケ
年
間
縫
績

す

る
。
か
く

の
如
く
し
て
、
相
互
保
険
契
約
は
毎
年
更
改

せ
ら

る
＼
。

綾

π
、
組
合

の
畿
行
交

附
す

る
保
瞼
謹
雰

は
、
組
合

の
同
意

な
し

に
は
、
之
を
譲
渡
し
叉

は
質

入
す

る

こ
と
を
禁

ぜ
ら
れ

て
ゐ
る
。

海
上
相
互
保
瞼
論

一
九
五

〇
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組
合
員
が
死
亡
し
叉

は
辮
濟
無

能
力
と
な
れ
る
と
き

、
若
く
は
船
舶

を
澹

保
に
供

し
π
る
と

き
は
、
保
瞼
契

約
は

終
了
す
る
。
但
し
最
後

の
場
合

に
は
、

一
切

の
醸

金

の
支
彿

に

つ
き

、
充
分
な

る
保
謹

を
ク
ラ
ブ
に
提
供
す
れ
ば

、

保
瞼

は
終
了
せ
ず
と
定

む
る
を
常

と
す
る
と

い
ふ
。

組
合
員

の
最

大
の
義
務

は
醸

金

の
支
彿
で
あ
る
。
抑

も
、
相
互

保
瞼

の
特
徴
は
、
冬
組
合
員

に
損
害

を
分
配
す

る

Z
と
で
あ

る
。
ま
π

、
組
合

は
若

干

の
経
費

を
要
す

る
。

而
し
て
、
損

害
及

び
経
費

は
各
組
合
員

の
醸

金
に
よ

つ
て

支
辮

さ
れ

る
。
往
時

の
慣
習

に
依
れ
ば

、
組
合
は
、
冬
員
よ
う
、
先
づ
加
入
申
込
金

の
み
を
受

取
う
、
後

に
清
算

を

行

ひ
、
必
要

に
慮
じ

て
醸
金
を

徴
牧
し
距
が

、
現
時
に
於

て
は
、
醸
金

は
普
通
年

三
同

に
分
割
さ
れ
て
、
前
彿

せ
ら

る

、
の
慣

習
が
成

立
し
π
。

而
し
て
、
牧
入
超
過
又
は
不
足

の
場

合
に
は
、
各
組
合
員
に
封

し
割
戻
し
叉

は
追

徴
を
行
ふ

こ
と

、
相

互
組

合

の

性
質
上
、
當
然

で
あ

る
。

・

な
ほ
醸

金
高
は
保
瞼

金
額

に
比
例
す

る
も

の
と

、
被

保
瞼
船
舶

の
噸
数

に
比
例
す

る
も

の
と

が
あ

る
。
此
黙

は
定

款

に
定

め
ら
れ

て
ゐ
る
が

、
普
通
全
損

及
び
共
同
海
損

に
つ
い
て
は
、
保
瞼

金
額

に
よ
う

、
軍
濁
海
損

に

っ
い
て
は

船
舶

の
総
噸
歎

に
よ
る
と

の
こ
と
で
あ

る
。
從

つ
て
、
プ

ロ
テ
ク

シ
オ

ン
及

び
イ

ン
デ

ム

ニ
チ

ー
を
目
的
と
す

る
相

互
組
合

の
醸
金
額

は
総
噸
数

に
よ
る
の
で
あ

る
。



●

.

さ
て
、
黙
ら
ば
前

彿
さ
れ
禿
る
醸

金
額

に
劃

し
追

徴
金
が
比
較
的
多
額
と
な
る

乙
と
な
き

か
。
換
言
す
れ
ば
、
船

主

分
負
憺

鳳
年

々
甚
し
↑
動
描
す

る
こ
と

な
き

か
。
若
し
然
う
と
す
れ
ば

、
組
合
員
は
相
互

保
瞼

に
劃
し

て
失
望

の

情

を
禁
ず

る
能

は
ざ

る
べ
き
で
あ

る
。
我
等
は
あ

る
。
有
力
な
る

ク
ラ
ブ
の
醸
金
表
を
槍

す

る
こ
と

に
依

つ
て
、
右

の
問

に
答

へ
ね
ば

な
ら
な

い
。
そ

の
醸
金
表

は
左

の
如
し
。

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 年

海 些 些 些 些 些 九 九 九 九 九 九 九

指 西 三 三 二 δ 死 天 宅 芙 蓋 菌 三 度

覆

霧

前

抑

額
右 右 右 右 一 一 一 一 一 一 一 一
同 同 同 同 志 志 志 志 志 志 志 志

追

徴

額
00三

片
三
片

九
片

九
片

一
志
六
片

八
片
牛

OO剛
片

O

一
九
七



商

墨
∴
討

究

第

三
巻

(
上
)

一
九

八

一
九

二
五

右
同

0

〔
附
記
〕

此

ク
ラ
ブ
の
引
受

け
牝
ろ
危
瞼

は
プ

ロ
シ
〃
ジ

ォ

y
及

び
イ

ム
デ
ム

ニ
チ

ー
に
關
す

う
す

べ
て
の
危
瞼
…で
あ

ろ
。
從

っ
て
、
醸

出
金
額
に

船
舶

の
総
噸

籔

一
噸

當
り

の

保
瞼
料

で
あ

ろ
o

ヘ

へ

前

掲

の
表

に

一
べ

つ
を
與
ふ
る
と
き
、
我
等
は
次

の
四

つ
の
事
實

に

つ
い
て
考

へ
き
せ
ら
れ
る
。

第

一
、
前

彿
額

に
比
し
て
追

徴
額

が
小
さ

い
こ
と

で
あ

る
。
從

つ
て
組

合
員
を
失
望
せ
し
む
る

之
と
が
殆
ど
な

い

の
で
あ

る
。
そ

の
原
因
は
何
で
あ

る
か
。

思
ふ
に
、
此

ク
ラ
ブ
は
極

め
て
有

力
に
し
て
、
多
年

の
経
験
を
有
す

る
の

.
み
な
ら
ず
、
十
三

ケ
國
に
亙

つ
て
、
多
数

の
船
舶
を
保
瞼

し

つ

＼
あ

る
が
爲

め
で
あ
ら
う
。
な
ほ
、
此

ク
ラ
ブ
の
最

近

の
事

業
統
計
が
手
許
に
な

い
か
ら
、
他

の

一
つ
の
ク
ラ
ブ
の
事
業

を
見

て
、
ク
ラ
ブ
な

る
も

の

㌧
大
き
を
想
像
す

る

こ
と

に
し
π

い
。

一
九

二
七
年

に
於

て
、
後

の

ク

ラ

ブ

の
プ

ロ
テ
ク

シ
オ

ン
の
部

に
加
盟
せ
る
船
舶

は

一
、
○

ニ

ニ
隻

に
し

て
、
二
、

一
二
二
、
七

一
五

噸
に
上
う
、
イ

ン
デ

ム

ニ
チ

ー
の
部

に
加

入
せ
る
竜

の
は
入

〇

一
隻

に
し

て
、
二
、
○
〇
三
、
五
七
六
噸
に
達
す

る
。
ま

カ
、
職
箏

危
瞼

に
劃
す
る
船
舶

保
瞼

の
金
額
総
計

は
四
二
、
三
六
五
、

入

○

○

膀

に
し
て
、
運
賃

の
保
瞼

金
額
総
計

は
三
、
入
四
〇
、
○
○
○
膀

に
上

つ
た

と

の

こ
と

で

あ

る
(註
一
)。

し

か
も
、
此

ク
ラ
ブ
は
到
底
第

一
流
に
位

し
得
ざ
る
も

の
で
あ

る
。
以

て
、
互
大
な
る
ク
ラ
ブ

の
如
何
な
る
も

の
か

を
察

し
得
や
う
。

,
.



第

二
に
注

目
す
べ
き

は
、
十
歎

年
を
通

じ
て
、
醸

金
額
が
甚

し
く
動
揺

せ
ぎ
り
し
、
此
讃
歎

に
値
す

る
事
實

こ
れ

で
あ

る
。
其
依

つ
て
來

る
所
以

は
、
第

一
の
現
象

の
原
因
と
同
じ
で
あ
ら
う
と

思
は

る

＼
。

第

三
に
此

の
醸
出
額

の
小
な

る
こ
と
是
で
あ
る
。
若

し
竜
普
通

の
保
瞼
會
肚
が
噸
當

り

の
年

額
保
瞼

料
と
し

て
、

右
表
瞼

如
く

一
志
五
片
内
外

を
受
け

て
、
前
記

の
危
瞼

を
引
受
く

る
な
ら
ば
、
歎
年
内

に
縄
管

難
に
陥

る
べ
き

は
、

火
を
見
る
よ
ウ
と
明
か
で
あ

る
(註
二
)。
か
く

の
如
く
相
互

保
瞼

料

の
低
廉

な
る
理
由

は
、
や
は

う
極

め
て
多
数

の
船

舶

を
保
瞼

す

る
に
よ
る
竜

の
と
思
は
れ
る
。

最
後

に
、

一
っ
の
驚
く
べ
き
事
實

に
注
意
せ
ね
ば

な
ら
な

い
。
そ

れ
は
、
船
舶

の
大
小
及
び
其
新
古

を
問
は
ず

、

一
様

に
総
噸
歎

に
比
例
し

て
保
瞼
料

を
取

立

つ
る

乙
と
、
是
で
あ

る
。
か
く

の
如
く

に
し

て
、
相
互
組
合

の
基
礎
π

る
べ
き
各
組

合
員
間

の
公

牛
は
、
果
し

て
期
待
し
得

べ
き

竜

の
で
あ
ら
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
新
造
船

の
所
有
者

は

古
船
所
有
者

よ
り
も
、
互
船

の
所
有
者
は
小
船

の
そ
れ
よ
わ
も
不
利
盆
な
る
待

遇
を
う
け

つ

＼
あ

る
か
。
若
し
然
釦

と
す

れ
ば

、
何

故
に
組

合
を
脱
退
せ
ざ

る
か
。
彼
等
が

脱
退
を
敢

て
せ
ざ

る
所
よ
う
推
せ
ば
、
不
當

な
る
待

遇
を
う

け

つ
＼
あ

る
に
非
る

こ
と
を
知

る
の
で
あ

る
。
即
ち

、
船
舶

の
大
小
叉

は
新
古

は
プ

ロ
テ
ク

シ
オ
ン
及

び
イ

ム
デ

ム

ニ
チ

ー
の
關
す

る
限

う
に
於

て
は
、
差
等

を
設
く

べ
き
理
由
と
な
ら
な

い
の
で

あ
る
。
此
見
解

は
、

一
見
不
可
解

な

ら

ん
も
、
其
説

明
は
決
し

て
困
難
で

は
な

い
。
世

人

の
考

ふ
る
が
如
く

、
新
造
船

の
遭
難
牽

が
古
船

の
そ
れ
に
比
し

海
上
相
互
保
瞼
論

一
九
九
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二
〇
〇

て
小
な
る
は
事

實
で
あ

る
。
然
し
乍
ら
、
中
小

の
古
船
は
、
主
と

し
て
穀

物
、
木
材

及
び
石
炭
等

を
輸

邊
す
る
が
故

に
貨

物
に
關
す

る
損
害
賠
償

額
は
、
高
慣

品
を
運
逡
す
る
新
造

の
大
型
船

の
賠
償
額

よ
う
も
遙

か
に
少
額
で
あ

る
。

あ

る
專
門
家

の
計
算

に
依
れ
ば

、
三
、
○
○
○
噸

の
古
船
が
石
炭

を
運
途
す

る
と
き

は
、
其
賠
償
額

は

一
ケ
年
噸
當

わ

一
片
な
る
が

、
各
種

の
雑
貨

を
輸

逞
す

る
新

造

一
二
、
○
○
○
噸
型

の
新
造
船

に
劉
す

る
損
害

賠
償
請
求
額
は
其

四
倍

に
も
達
す

る
と

の
こ
と
で
あ

る
。

か
く

の
如
く
に
し

て
、
種

々
の
皐
情
は

、
各
種

の
船
舶

の
危
険

を
、
プ

ロ
テ

ク

シ
オ

ン
と

イ

ム
デ

ム

ニ
チ

ー
の
關
す

る
範
園
内

に
於

て
は
、
丞
-等
化
す

る
と

の

こ
と
で
あ

る
。

な
ほ
、
組
合
と
組
合
員
と

の
闘

に
起

b
易

き
、
填
補
請
求

に
關
す
る
紛
箏
は

、
如
何
に
し

て
解

決
せ
ら
れ

つ
＼
あ

る
か
を
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
普
通

に
は
妻
協

策
を
講
ず

る
。
も
し
、
之

に
失
敗

す
る
と
き

は
仲
裁
者
を
選
任
し

て
、
其
意
見

に
從
ふ
。
換
言
す
れ
ば
、
殆
ど
す

べ
て
の
組
合
は
、
訴

訟
を
提
起
す

る
前

提
條
件
と
し

て
、
仲
裁

に
よ

る
べ
き

こ
と
を
定

め
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

(
註

一
)
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℃
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上
來
、
私
は
極

め
て
拙
劣
で
は
あ
る
が
、
然
し
乍
ら
、
か
な
り
詳
細
に
英
國
の
海
上
保
瞼
相
互
組
合
に
關
す
る
研

究
を
試
み
た
。
今
や
、
此
の
研
究

の
出
襲
黙
に
立
ち
戻
る
べ
き
時
期
に
到
達
し
旋

よ
う
に
思
ふ
。
即
ち
我
國
の
船
主

の
海
難
に
封
す
る
解
決
策
如
何
と

い
ふ
乙
と
を
考

へ
ね
ば
な
ら
な

い
。
而
し
て
私

の
達
し
π
る
結
論
は
左

の
如
き
も

の
で
あ
る
。

第

一
に
船
主
は
相
互
組
合
を
組
織
し
て
、
保
瞼
料
引
上
に
劉
抗
す
る
よ
り
は
、
官
廉
と
協
力
し

て
海
難

の
減
少
に

講
力
す
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
海
上
保
瞼
業
が
猫
占
事
業
で
な
く
な

つ
て
か
ら
は
、
螢
利
保
瞼
者
に
劉
抗
す
る
駕

め

に
設
立
さ
れ
力
保
瞼
組
合
は
殆
ど
な

い
と
言

つ
て
よ

い
程
で
あ
る
。

第
二
に
管
利
保
険
者
の
負
澹

せ
ざ
る
危
瞼
、
殊
に
最
近
重
大
問
題
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
船
員
の
失
業
、
傷
害
及
び
死

亡
等
に
つ
い
て
は
、
相
互
保
瞼
組
合
を
し
て
、
之
に
當
ら
し
む
べ
き
で
あ
る
。
但
し
相
互
保
瞼
組
合
の
業
務
は
極
め

て
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
る
問
題
を
取
扱
ふ
に
存
す
る
が
故

に
、
其
役
員
と
し
て
海
事
に
豊
富
な
る
経
験
を
有
し
、
且
つ

公
明
正
大
な
人
を
得
る
に
非
れ
ば
其
成
功
は
畳
束
な

い
。
ま
泥
、
多
藪

の
船
舶
を
加
盟
せ
し
む
る
に
非
れ
ば
、
圓
滑

な
る
縄
螢
は
期
待
し
難

い
と
思
は
る
㌧
。

.

な
ほ
蝕
に
附
言
す
べ
き
は
、
右
の
私
の
結
論
は
英
國
の
先
例
か
ら
引
出
し
だ
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
わ
が
國
の
船

主

の
海
難
封
策
と
し
て
、
絶
劃
に
正
確
に
最
良
策
な
り
と
言
ふ
の
で
は
な

い
。
わ
が
國

の
船
主

に
は
、
わ
が
國
情
に

海
上
相
互
保
瞼
論

二
〇

一
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最
も
適

し
π
る
他

の
よ
り
よ
き
策
が
あ

る
か
も
知

れ
な

い
こ
と
、
是
で
あ

る
。

二
〇

二

藤

(
一
九

八
・
四

・
一
〇
)

■




